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序     文 
 

 フィリピン共和国では、人口増加や経済発展に伴う水質悪化に対応するために、2004 年 5 月に

「水質浄化法」が施行されました。この法律は、市場経済手法に基づく排出量の削減、ステーク

ホルダーの参加による水質管理区域の運営など、従来のフィリピン共和国の水質管理行政になか

った新しいアプローチを含んでいます。しかし、「水質浄化法」によって課せられた新しい責任や

業務は、水質管理行政を担当する環境天然資源省環境管理局（DENR-EMB）にとって経験がない

ものを多く含んでおり、現在の組織・職員個人の能力では水質浄化法の実施は困難な状況にあり

ます。 

 かかる状況の下、フィリピン共和国政府からの要請に応えて、独立行政法人国際協力機構（JICA）

では、2006 年 2 月から 5 年間の予定で技術協力プロジェクト「水質管理能力強化プロジェクト」

を実施しています。本プロジェクトでは、プロジェクト期間 5 年間を 2 つのフェーズに分け、前

半の 2 年間（フェーズ 1）では、主に水質浄化法を執行するための政策や各種手続・技術ガイド

ラインの作成を通した DENR-EMB の中央事務所の能力強化を行い、後半の 3 年間（フェーズ 2）

では、主に 3 カ所のパイロットサイトで水質浄化法の執行に係る各種支援により DENR-EMB 地

域事務所の能力強化を図り、最終的には DENR-EMB 全体の水質浄化法執行に係る能力強化を達

成することを目的にプロジェクト活動が進められています。 

このたび、プロジェクト期間の終了を 2011 年 1 月に控え、国際協力機構は 2010 年 9 月 17 日か

ら 10 月 9 日までの間、フィリピン事務所次長を団長とする終了時評価調査団を現地に派遣し、フ

ィリピン国側評価チームと合同でこれまでの活動実績等について総合的評価を行いました。 

これらの評価結果は、日本・フィリピン国側双方の評価チームによる討議を経て合同評価報告

書としてまとめられ、署名・交換の上、両国の関係機関に提出されました。 

 本報告書は、本調査の結果を取りまとめたものであり、今後の協力実施にあたって広く関係者

に活用されることを願い取りまとめたものです。 

 終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた関係者各位に心より感謝申し上げるとともに、引

き続きご支援をお願いする次第です。 

 

2010 年 11 月 

 

独立行政法人国際協力機構 
フィリピン事務所長 
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終了時評価調査結果要約表 
 

１. 案件の概要 

国名：フィリピン共和国 案件名：水質管理能力強化プロジェクト 

分野：環境管理 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：フィリピン事務所 協力金額：7 億 5,400 万円 

協力期間 （R/D）： 

2006 年 1 月～2011 年 1 月 

 

 

先方関係機関：環境天然資源省環境管理局 

（DENR-EBM） 

日本側協力機関：特になし 

他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

経済成長に向けた活動は、フィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）政府の 30 年間

にわたる努力にもかかわらず、十分な衛生設備、都市排水、汚染防止に対する予算と人的資源

に制約があった結果、表流水に加えて地下水も水質が低下し、これは公衆衛生、漁業、観光業

に悪影響を及ぼした。 

2004 年の水質浄化法（Clean Water Act：CWA）の制定は、フィリピンの水質管理における劇

的な転換と認識されている。同法は、さまざまなインセンティブメカニズムを採用し、汚染防

止の経済効率と有効性を最大限とする一連の政策手段を導入したほか、従来の水質管理に「指

令・制御」を採用した。 

しかし、水質浄化法とその要件及び条項に関する経験と専門知識に欠けるため、水質浄化法

の施行は、いくつかの介入なしには不可能である。水質浄化法で新たに採用された概念と方法

を実現する制度及び法律の枠組みがないことから、環境管理局（Environmental Management 

Bureau：EMB）が政策の枠組みと技術及び手続きのガイドラインを策定する必要がある。さら

に、水質浄化法は、水質管理及びモニタリングにおいて、政府機関だけでなく地方自治体（Local 

Government Unit：LGU）、民間セクター、市民団体と協力・連携することを同局に義務づけて

おり、これは EMB とその職員にとって完全に新しい体制である。EMB 地域事務所職員は、EMB

本部職員と同様に、水質浄化法の条項に関する研修の機会を与えられなければならない。 

この状況で、フィリピン政府は日本政府に対し、水質浄化法を施行する環境天然資源省

（Department of Environment and Natural Resources：DENR）の能力を強化する技術協力プロジェ

クトの実施を要請した。この要請に対し、JICA とフィリピン当局は継続的に調査と協議を行い、

2005 年 10 月 24 日に、技術協力プロジェクト「水質管理能力強化プロジェクト」（以下、「プロ

ジェクト」と記す）を実施することに合意した。プロジェクトは 2006 年 2 月、日本人専門家の

到着とともに開始された。 

  

１－２ 協力内容 

フェーズ 1（2006 年 1 月～2008 年 3 月）では EMB 本部事務所の能力強化を目的とし、フェ

ーズ 2（2008 年 4 月～2011 年 1 月）では地域事務所の能力強化を目的とする。 
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(1) 上位目標 

水質管理委員会主導の下で、企業、地方自治体（LGU）、その他の公共団体が、水質管

理地域（WQMA）アクション・プランで定められた水質目標を達成するために必要な措置

を取る。 

 

(2) プロジェクト目標 

水質浄化法施工規則に基づいて義務づけられる優先行動を実施する EMB 本部及び EMB

地域事務所の能力が強化される。 

 

(3) 成果 

1) 水質浄化法に基づく水質管理（WQM）の統合的な政策フレームワークが確立され、

EMB 職員を対象とした適切な手続きガイドラインと研修が行われる。 

2) EMB 本部事務所が地域事務所を指導・支援する能力が強化される。 

3) WQMA 及び関連する各機関を設置し、支援する EMB 地域事務所の能力が 3 パイロッ

ト地域で強化される。 

4) 水質管理における EMB 地域事務所の総合的能力が 3 パイロット地域で強化される。 

 

(4) 投入（評価時点） 

1) 日本側： 

総投入額： 7.5 億円 

長期専門家派遣： 3 名    

短期専門家派遣： 6 名 

機材投与： 研修、現地モニタリング・サンプリング、水質検査用機材  

ローカルコスト負担： なし 

研修員受入： 4 名 

その他： なし 

2) 相手国側： 

カウンターパート配置： 26 名    

機材購入： なし 

土地・施設提供： 事務所、会議室等 

ローカルコスト負担： 会議費・交通費等 

その他： なし 
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２．評価調査団の概要 

調査者 
 
 

担当分野 氏 名 所 属 

団  長 岩上 憲三 JICA フィリピン事務所 次長 

水質管理 今井 千郎 JICA 国際協力専門員 

評価分析 井田 光泰 合同会社適材適所 コンサルタント 

協力企画 桑江 直人 JICA フィリピン事務所 所員 

協力企画 Mr. Kessy Reyes JICA フィリピン事務所 プログラムオフィサー 

調査期間 2010 年 9 月 17 日 10 月 9 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

(1) 成果の達成状況 

成果１：計画どおり達成された。達成度は以下のとおり。 

指標１「水質目標、遵守期間、水質汚濁管理の戦略・技術、水質関連情報・教育、人材開

発の諸点を特定した政策フレームワークの作成と普及」 

水質管理の体系と各省庁・自治体の役割・責任を明示した「総合水管理フレームワー

ク」が DENR に最終版を提出済みであり、DENR からのコメントを受けて最終調整を行

っている。 

指標２「関連する手続きガイドラインの作成と普及」 

計画どおり、すべてのガイドライン/マニュアルのドラフト版が作成された。主要手続

きガイドラインのうち、既に 2 種類のガイドラインが最終承認を受けており、その他の

成果品についても、最終改訂・調整か、既に DENR に最終版を提出して承認待ちの段階

にある。 

指標３「上記文書のトレーニング」 

これまでに 4 回、年度末にオリエンテーション・ワークショップを開催し、累計で 870

名が参加した。 

 

成果２：計画どおり達成された。達成度は以下のとおり。 

指標１「パイロット地域の水質モデル、水質・汚濁源の検索機能を備えたデータベース、

インターネット・ベースの情報・通信ネットワークが構築され、フィリピン初の国家水

質報告書、パイロット地域以外に対する支援要請書が作成される」 

高度なモデリング技術（使用ソフトウエアは廉価な WASP）を活用して、3 パイロッ

ト地域の水質管理地域アクション・プランが作成された。水質と汚染源のデータベース

が構築され、試行を通してモジュール・入力フォーマットが改良された。ユーザーマニ

ュアルも作成されている。 

指標２「本部事務所への機材供与と訓練」 

中央ラボに機材供与が行われ、EMB の中央ラボが主催する毎年のラボ職員研修で訓練

が実施されている。 

指標３「本部事務所が 3 パイロット地域で、効果的に水質浄化法の行政・技術手続きの実

施を調整できる」 
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政策・制度面について、公聴会、水質管理委員会の会議、年次のオリエンテーション・

ワークショップの機会を通して、本部事務所は地域事務所との連絡を密にとり、ガイド

ライン等成果品についてのフィードバックを受けたり、プロジェクトの進捗状況の説明、

経験共有を行い、情報共有を図った。技術面についても水域類型指定や水質管理地域の

指定などについて支援を行った。 

 

成果３：計画どおり達成された。達成度は以下のとおり。 

指標１「指定された水質管理地域で、委員会、技術事務局、マルチ・セクター・グループ

（MSG）、地域水質基金の管理システム、連絡・報告システムが定められる」 

ガイドラインでは水質管理地域の指定後、当該地域を管理する水質管理委員会が設置

され、同委員会の策定するアクション・プランに沿って、水質管理の緒活動が実施され

る。パイロット事業として取り組んだ３つの水質管理地域では、関連ガイドラインが正

式に承認される前（2008 年中半 後半）から過渡的な措置として、水質管理暫定委員会

を立ち上げて、組織化を図った。ガイドラインが承認された直後、2009 年 11～12 月に、

3 委員会が正式に設立された。 

指標２「水質管理委員会により、水質管理地域のアクション・プランが策定される」 

3 パイロット地域の水質管理委員会には、地方自治体、中央政府の地域事務所、NGO、

大学、地元企業団体、水道公社、漁民代表、少数民族代表など、地域の関係組織から代

表者（正・副代表）が正式な構成メンバーとして選任された（メンバー数は 21～25 名）。

3 水質管理委員会とも技術事務局が設置されている。事務局には技術面、法律面、財務

面などにそれぞれ対応する複数の有識者が必要。現時点で、第 6 地域の委員会は必要人

員を満たしているが、第 3、第 12 の委員会は適切な人材を選定中である。また、3 水質

管理委員会とも定期会合を開催し、会議後、事務局が議事録を作成し、関係機関に配布、

次回の会合で前回の議事録を承認するという報告システムとなっている。これまでに、

アクション・プランの策定と承認、水質モニタリングを実施するマルチ・セクター・グ

ループ（MSG）を形成し、地域水質基金の管理システムの関連ガイドラインが改定中で

ある。 

 

成果４：ほぼ計画どおり達成された。達成度は以下のとおり。 

指標１「パイロット地域で、主要汚染源が排水基準/排水課徴金制度、自己モニタリング等

により管理され、点源・非点源汚濁汚染源データベース、排水課徴金の評価・徴収・会

計システム、報償インセンティブ制度が整う」 

各パイロット地域の地域事務所では、対象水質管理地域について既に主要汚染源のイ

ンベントリー調査を実施済みである。水質、汚染源に関するデータベースも既に運用さ

れている（公害防止管理者に関するデータベースも作成済みで、現在、追加的な改良を

行っている）。排水課徴金の評価・徴収・会計システム、報償インセンティブ制度につい

ては、現在、関連ガイドラインの正式承認待ちで、水質管理地域管理基金との関連性も

あるため、承認後、ガイドラインに沿った運用が予定されている。 

指標２「フィリピンで初の地域水質状況報告書が 3 パイロット地域で作成される」 

ガイドラインに基づき、パイロット地域事務所（第 3、6、12）は各地域の水質状況報
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告書を作成した。報告書は EMB のウェブサイトで公開されている。 

  

(2) プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標はほぼ達成された。 

指標１「本部・地域事務所で、水質浄化法実施規則に沿った水質管理手続きの整備、研修

による職員の手続き習熟、機材と情報システムの整備、パイロット地域での関連組織と

のネットワークの構築が達成される」 

本部事務所職員は、ガイドライン類の作成プロセスと水質管理地域での活動支援を通

して、水質浄化法の運用手続きを熟知し、地域事務所に指導できるようになった。パイ

ロット地域事務所も対象水域の特定から水質管理委員会の運営に至る一連のプロセスに

関与することで、実施のノウハウを蓄積した。地域事務所と本部事務所を結ぶウェブ・

ベースのデータベースも稼働している。 

指標２「手続き理解、パイロット地域での水質管理活動のプロセスと経験共有を通して非

パイロット地域の地域事務所職員の能力が高まる」 

これまでに作成したすべての成果品がオリエンテーション・ワークショップで非パイ

ロット地域事務所職員にも提供され、活用法について実践的な研修が実施済みであり、

非パイロット地域事務所職員も水質浄化法の規定・運用方法について理解を深めた。 

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性：高い 

・プロジェクトの実施期間を通して水質管理の政策面に変化はなく、水質浄化法の運用実

施は DENR-EMB にとって非常に優先度の高い課題であった。このため、本プロジェク

トで掲げた水質浄化法とその実施規則の運用化は、DENR-EMB の優先課題と一致するも

のであった。 

・フィリピンでは水質問題は深刻化している。2007 年に国際 NGO であるブラック・スミ

ス・インスティチュートが発行した調査報告書によると、本プロジェクトのパイロット

地域の 1 つであるメイカウアヤン市とマリラオ地域（第 3 地域事務所管轄）は、世界で

最も汚染された 30 地域の 1 つに挙げられている。第 3 地域ではプロジェクト開始前から

州政府が協議会を立ち上げて水質改善のための活動を行ったが、地方自治体や政府機関

の地域事務所など関係組織を巻き込む制度的枠組みが弱く、十分に機能しなかった。こ

のため、水質浄化法に基づく包括的な取り組みへの期待は高かった。第 6、第 12 地域で

も、水質管理委員会の構成組織の水質問題への関心は高く、委員会への参加意欲も高い。

また、対象水質管理地域のアクション・プランには、地方自治体の優先課題が包括され

ている。こうした点から、本プロジェクトは地元ニーズに応えたものであったと判断で

きる。 

 

(2) 有効性：高い 

・本プロジェクトの枠組みは、1)政策文書・ガイドライン類の作成、2)水質浄化法の求め

るアプローチに沿った水質管理地域の成功例の提示、3)DENR 職員の全般的能力強化を

通して、プロジェクト目標である「水質浄化法施行規則に基づいて義務づけられる優先
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行動を実施する EMB 本部及び地域事務所の能力強化」を達成することであり、これら

枠組みはプロジェクト目標を達成するために十分であり、プロジェクト目標はおおむね

達成される見込みである。 

 

(3) 効率性：高い 

・プロジェクト活動は、おおむね計画どおり実施されている。今後の活動では、「非達成水

域に関する手続きマニュアルの最終版」や「地方自治体の水質管理地域アクション・プ

ランの履行・順守規定」等、最終段階にある作業を行う予定である。 

・すべてのガイドライン/マニュアルのドラフト版が作成され、ガイドライン類は、パイロ

ット地域での試行を通して現場の条件・環境に合致した適正なものであり、当初、想定

した成果目標をほぼ満たしている。 

・投入について、専門家の派遣期間と専門性は、プロジェクト全体の方針・管理を行うう

えで、適切であった。本部・地域事務所のラボに供与された機材は、水質モニタリング・

分析に活用されており、特に、第 12 地域事務所では機材供与により、大幅に検査環境が

整備され、重金属など検査項目も増加した（プロジェクト開始前、検査できない項目に

ついては本部事務所ラボにサンプルを送っていたが、今では地域事務所ラボで検査が可

能となった）。 

・ローカルコンサルタントの投入について、フェーズ 1 では数多くのコンサルタントを雇

上したこともあり、一部に期待どおりのパーフォーマンス・成果品が得られないケース

があったが、フェーズ 2 で必要な措置を取り、成果品の質を高めることができた。 

 

(4) インパクト：中程度 

次のようなインパクトの発現が見られることから、上位目標は達成が見込まれる。 

・プロジェクトで作成されたガイドライン類に基づいて、水域類型と水質管理地域指定が

進められている。EMB は、アルバイ湾（第 5 地域）、トレドーバランバン海岸域（第 7

地域）、マカハラール湾（第 10 地域）の 3 つの優先水域を特定し、さらに、16 の水域を

水質管理地域候補として選定している。 

・EMB では本プロジェクトの 3 パイロット地域を含めて、これまでに 6 つの水質管理地域

の指定を行った。EMB が正式に水質管理地域を指定することで、ドナーの支援が得られ

やすくなるという促進効果も生まれている。具体的事例として、シルワイ川水質管理地

域（第 12 地域）は、世界銀行が支援を開始している。 

・本プロジェクトを契機として、EMB は各地域に少なくとも 1 つの水質管理地域を指定す

る方針を示し、指定された各地域には、毎年 100 万ペソの予算配分を行っている。非パ

イロット地域事務所職員は、オリエンテーション・ワークショップ等で基本的な研修を

受講済みで、対象となる水質管理地域も特定されており、実施に非常に積極的である。

本部事務所と 3 パイロット地域事務所の職員はこれまでの経験で、非パイロット地域事

務所へのサポートが可能である。ローカルコンサルタントも経験を積んでいるため、水

質管理基金が設置されれば、非パイロット地域への面的展開が推進されることが期待さ

れる。 

・非パイロット地域事務所に対しては、データベース/情報システムの整備、プロジェクト
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の成果品の共有、パイロット地域事務所での経験共有、実践的な研修といった支援が実

施された。本プロジェクトを通して、非パイロット地域事務所は指定水質管理地域の取

り組みを中心とした地域での水質管理について一定の知見を得た。今後は、実際の地域

での取り組みを通して、実践的ノウハウを獲得していく必要がある。 

 

(5) 持続性：中程度 

＜政策・制度面＞ 

・プロジェクト期間を通して、水質浄化法とその実施規則の運用は、EMB の主要課題であ

り、継続的な政策面の支援が行われた。新政権の中期開発計画は 2010 年末に発表予定で

あるため、評価調査段階では、今後の政策面での継続性は明確でないが、大統領と環境

天然資源省大臣は、水質管理の強化は政権の優先課題の 1 つであることを明言しており、

EMB も大きな政策上の変更は想定していない。 

・水質管理の総合政策フレームワークと水質管理基金の運用ガイドラインは最終調整段階

にあるが、まだ正式承認に至っていない。フレームワークは、地域で関係組織の役割と

責任を明示した文書（大統領令）であり、水質管理基金のガイドラインは非パイロット

地域への普及を図るうえで不可欠である。これらの文書の正式承認が得られた段階で、

プロジェクト成果の継続性が確保される。 

＜組織・財政面＞ 

・EMB は全国に 16 の地域事務所をもつ。本プロジェクトは、非パイロット地域事務所へ

の普及を考慮して、ルソン、ビサヤ、ミンダナオの 3 地方から 1 カ所ずつパイロット地

域事務所を選定した。対象水質管理地域については、地理・社会経済条件を考慮して選

定された。以上の点から、パイロット地域の選定は妥当であったと判断できる。 

・3パイロット地域の水質管理委員会はまだ制度・組織的に発展段階にあるが、構成団体は

委員会への参加が強化され、マルチ・セクター・グループが水質モニタリングを開始す

るなど活動レベルは高い。地域事務所も定例会議の準備・開催など対応できるようにな

り、事務局機能を強化しつつある。EMB は 2008 年より、各水質管理地域に 100 万ペソ

の予算配分を行っている。以上の点から、3 パイロット地域での活動の継続性は高いと

判断できる。ただし、以下の点については、今後も継続的なモニタリングが必要である。

＜技術面＞ 

・水質管理地域アクション・プランの実効性を高めるためには、実施主体となる地方自治

体がアクション・プランとその遵守を規定するスキームを正式承認する必要がある。地

方自治体によるコンプライアンスを強化するための承認手続きは、今後の優先的な課題

である。 

・地域事務所は事務局機能を高めつつあるが、人員不足で事務局職員も複数の業務を兼任

している。今後、水質管理地域の活動が拡大・展開するうえでは、業務が過重負荷とな

る可能性がある。また、現在、水質管理委員会はローカルコンサルタントがコーチ役と

して支援しているが、プロジェクト終了までに地域事務所がローカルコンサルタントの

役割を果たす機能も付加する必要がある。 

 

 



viii 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

1) 水質管理委員会/マルチ・セクター・グループ 

本プロジェクトは、水質浄化法とその実施規則に示された水質管理委員会/マルチ・セ

クター・グループといった制度的枠組みを活用する実施アプローチを試行した。3 パイ

ロット地域では、地元の関係者がイニシアティブをとり、水質管理委員会/マルチ・セク

ター・グループに地元のリソースを動員することに成功することで、アプローチの有効

性を立証した。EMB は、各地域で水質管理を促進する役割を担うが、実際のインプット

/リソース提供やアクション・プランの推進は地方自治体を中心とした地元の意思決定者

であり、彼らのイニシアティブを引き出すためのツールを得たことは、水質浄化法の実

効性を高めるうえで極めて重要な意味をもつ。 

2) カウンターパートによる水質管理に必要なすべてのプロセスへの関与 

EMB 本部事務所の職員は水域類型指定、水質管理地域指定、水質管理委員会の設置、

アクション・プランの作成とその実施まですべてのプロセスに関与することで、政策文

書・ガイドラインの策定・運用について十分な知見とノウハウを蓄積した。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

1) アプローチについての合意形成 

プロジェクト開始時、EMB と専門家チームの間で、水質管理地域の範囲・定義につい

て考え方の相違があった。この考え方を一致させることは、一連のガイドライン/マニュ

アル類を作成するうえで極めて重要であり、双方で継続的に議論を重ねて、最終的なコ

ンセンサスを得ることとなった。この合意形成により、その後、意見のぶれなく、効率

的に関連ガイドライン/マニュアル類の作成作業を進めることができた。 

2) パイロット地域での活動展開 

パイロット地域での活動はおおむね次のプロセスを通して進められた。①対象水質管

理地域の指定、②公聴会で水質管理地域と未達成水域の説明、③ガイドラインに基づく

水質管理委員会構成メンバーの選定、④委員会の定例開催による水質管理地域での活動

の提案・承認。 

委員会での決定に従い、これまでに水質管理地域のアクション・プランの作成・承認、

水質管理地域の水質状況報告書の作成・承認、マルチ・セクター・グループの設置と同

グループによる水質モニタリング計画の策定とモニタリングの開始等が実現した。 

3) ローカルコンサルタントの役割 

EMB にとって、水質管理地域での取り組みなど水質管理の具体的業務を支援できる良

質なローカルコンサルタントの存在は重要である。本プロジェクトでは、ローカルコン

サルタントを活用した。これにより、ローカルコンサルタントが EMB に対する技術面、

組織制度面におけるサービス提供能力を向上させた。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関すること 

なし 
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(2) 実施プロセスに関すること 

なし 

 

３－５ 結論 

本プロジェクトは、上記のとおり、終了時までに所期の目標を達成することが十分に見込ま

れる。評価の５項目の観点からもプロジェクトが適切に実施されたと評価する。 

 

３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

・プロジェクト終了後、EMB が外部からの技術支援はなく自立的に水質浄化法を運用できる

必要がある。そのため、EMB 及び専門家チームはプロジェクト期間中に実施予定の技術支援

を確実に完了するよう留意して、プロジェクトの目標を完全に達成することを提言する。 

・プロジェクトで作成したガイドライン/マニュアル類の多くが DENR など上位機関の正式

承認の段階にある。このため、DENR-EMB が承認手続きについて迅速な対応を図ることを提

言する。 

・本プロジェクトの 3 パイロット地域での活動は、水質管理委員会を拠点とした水質管理のモ

デルとして非パイロット地域への普及が期待される。3 パイロット地域での活動が拡大・発

展することは水質浄化法の運用の有効性を立証するうえで極めて重要である。このため、

EMB と JICA はプロジェクト終了後も継続的に 3 パイロット地域の水質管理委員会のパーフ

ォーマンスをモニタリングし、必要に応じて彼らへの支援を行うことを提言する。 

・現在、EMB 地域事務所は人員不足で、個々の職員が複数の担当を兼務することで業務に対応

している。人員不足は、地域事務所が各地域で水質管理を主導するうえで大きな障害となっ

ている。したがって、DENR-EMB は、地域事務所の業務の再編で効率化を図ると同時に地域

事務所職員の増員に努めることを提言する。 

 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導きだされた、他の類似プロジェクトの発掘・形成、実

施、運営管理に参考となる事項） 

・技術協力プロジェクトでは、政策・運用規定などの枠組みを中央政府で構築し、パイロット

サイトでその枠組みを試行するといったアプローチをとるケースが多い。本プロジェクトで

は事業期間を、フェーズ分けして、フェーズ 1 でガイドライン類の整備を完成させ、フェー

ズ 2 でパイロットサイトにおけるガイドライン類の運用を行うというシナリオを明確にし

た。フェーズ 1 で集中的に運用ルールを整備したことで、遅延なくフェーズ 2 のパイロット

活動に着手することができた。明確にフェーズ分けすることは、パイロット活動に十分な時

間を確保するうえで有効な手段といえる。 

・プロジェクトの 1 年目、水質管理地域の基本的アプローチや用語の定義について EMB と専

門家チームの間に相違があったが、この相違を曖昧化せず、共通認識を得られるまで議論し

た。これにより、具体的な活動の過程で、成果品の内容についての認識ギャップが生じるこ

となく、効率的に進めることができた。カウンターパートと専門家チームが、プロジェクト

の目的や方向性、用語の定義、対象業務の範囲、成果品の仕様を初期段階で明確化すること

はプロジェクトの効率性を高めるうえで極めて重要である。 
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Summary of Final Evaluation 

 

1. Outline of the Project 
Country: The Republic of the Philippines Project title: Capacity Development Project on Water Quality 

Management 
Issue/Sector: Environmental Management Cooperation scheme: Technical cooperation 
Division in charge： JICA Philippine Office Total cost: 754Million Japanese Yen 

Period of Cooperation January 2006 – 
January 2011 (5 years) 

Partner Country’s Implementing agencies: DENR-EMB 

Supporting Organization in Japan: N/A 
Related Cooperation: N/A 

1.1 Background of the Project 
The activities for the economic growth have lead to the unsustainable exploitation of the environment in the 
Philippines, despite of 30 years effort of the Government of the Philippines.  The constraints in budget and 
manpower for adequate sanitation, urban drainage, and pollution control have resulted in the degradation of 
surface as well as groundwater quality, which caused the adverse effect on public health, fisheries, and tourism. 
The enactment of the Clean Water Act (CWA) in 2004 is recognized as the dramatic shift in water quality 
management in the Philippines. The Act adopts various incentives mechanism and set of policy instruments 
were introduced to maximize economic efficiency and effectiveness of pollution control. Furthermore it adopted 
“command and control” in conventional water quality management. 
 
However, due to the lack of the experience and expertise on the CWA and its requirements and provisions, the 
enforcement of the CWA is almost impossible without several interventions. The lack of the institutional and 
legal framework to materialize the concepts and methodologies, which were newly adopted in the Act, requires 
the Environmental Management Bureau (EMB) to develop policy frameworks and technical and procedural 
guidelines.  Furthermore, the Act mandates the Bureau to cooperate and coordinate not only with government 
agencies but also with Local Government Units (LGUs), private sectors and civil society in the water quality 
management and monitoring, which is a totally new scheme for the EMB and its staff.  The EMB Regional 
Office (RO) staff as well as the Central Office (CO) staff has to be provided with the training opportunities on 
the provisions of the Act. 
 
In this context, the Government of the Philippines requested the Government of Japan to undertake a technical 
cooperation project to capacitate the Department to enforce the CWA.  In response to the request, JICA and the 
Philippine authorities held continuous surveys and discussion, and agreed on October 24th, 2005, to implement the 
technical cooperation project “Capacity Development Project on Water Quality Management (hereinafter referred 
to as “the project”).  The project was launched in February 2006 on the arrival of Japanese experts. 
 
1.2 Project Overview 
The target of the Phase I (January 2006 - March 2008) is the capacity enhancement of EMB CO, and the target of 
the Phase II (April 2008 – January 2011) is the capacity enhancement of EMB RO. 
 
(1) Overall goal:  
Under initiatives of the Water Quality Management Are (WQMA) Governing Boards (GBs), industries 
commercial entities, LGUs, and other public organizations take necessary actions for achieving the water 
quality goal established in the WQMA Action Plan. 
(2) Project purpose:  
Capabilities of EMB Central and regional offices to implement priority actions mandated under the CWA IRR 
are strengthened. 
(3) Outputs:  
1) Integrated policy framework for Water Quality Management (WQM) based on the CWA is established and 

supported by adequate procedural guidelines and training for EMB staff 
2) Capacity of EMB central office to lead and support the regional offices is strengthened 
3) Capability of EMB regional offices to establish and support WQMAs and related institutions is strengthened 

in three pilot regions 
4) Overall capability of EMB regional offices in water quality management is strengthened in three pilot 

regions. 
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1.3 Input 
Japanese side: (Total: 754 million Japanese Yen) 

Experts: 3 long-term experts, 6 short-term experts  
Equipment: Provision of laboratory equipment 
Local consultants 
Short-term training in Japan: 4 counterpart personnel   

Philippine side: 
Assignment of counterpart personnel:  26 
Budget allocation for travel and transportation costs incurred for pilot activities 
Allocation of office space and utility costs for Japanese expert team  

2. Evaluation Team 
Members of 
Evaluation 
Team 
 

Japanese members: 
(1) Mr. Kenzo Iwakami, Senior Representative, JICA Philippine Office 
(2) Mr. Senro Imai, Senior Adviser (Environment), JICA Head Office 
(3) Mr. Naoto Kuwae, Representative, JICA Philippine Office 
(4) Mr. Kaneyasu IDA, Senior Consultant, Tekizaitekisho Organization 
(5) Mr. Kessy Reyes, Program Officer, JICA Philippine Office 
Philippine members: 
(1) Ms. Lilihua V. Garcia, Project Evaluation Officer, Project Monitoring and Evaluation 
Division, Foreign Assisted and Special Project Office, Department of Environment and Natural 
Resources (DENR) 
(2) Ms. Nenita R. Zabala, Policy Studies Division, DENR 
(3) Ms. Febes Melaya, Project Development and Evaluation Division, DENR 

Period of 
Evaluation 

September 17 - October 9, 2010 Type of Evaluation：Final evaluation 

3. Summary of Evaluation 
3-1 Result of Cooperation 
(1) Achievement at the Output level 

The main achievements of the Project in accordance with the Project Design Matrix are as follows: 
 
Output 1 is achieved as scheduled. 
Indicator 1: Publication of the policy framework that clearly specifies: water quality goals and targets, period 
of compliance, water pollution control strategies and techniques, water quality information and education 
program, and human resource development program 
 Final draft of Integrated Water Quality Management Framework (IWQMF), which specifies the 

framework of water quality management and roles and responsibilities of each national/local government 
agency, has been submitted to DENR.  Final revision is now being made based on the comments from 
DENR.  

 
Indicator 2: Publication and dissemination of the supporting procedural guidelines 
 All necessary guidelines and manuals to operationalize WQM have been drafted. Two types of guidelines 

and manuals have been already officially approved. The other documents are at their very final stage of 
development (fine tuning or incorporating comments from higher authorities).  

 
Indicator 3: Completed orientation-training programs on the policy framework and supporting procedures 
 Orientation workshops were organized annually (four times). A cumulative total number of 870 CO/RO staff 

members including non-pilot regions were trained on policy framework and procedural guidelines and 
manuals. 

 
 
Output 2 is achieved as scheduled 
Indicator 1: Water quality model in pilot regions, operational water quality and pollution source database, 
internet-based information and communication network were established. The first national water quality status 
report was published, and project proposals to generate fund for non-pilot regions were prepared.  
 Advanced modeling techniques were applied to develop WQMA action plans. Database on water quality 

and pollution sources has been devised and made operational through the modifications of modules and data 
formats. Also, user manuals have been produced. 
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Indicator 2: CO WQMS staff provided with equipment and trained in the use of equipment. 
 Equipment was provided to EMB CO laboratory. Laboratory staff members have been trained through 

annual trainings conducted by EMB CO laboratory. 
 

Indicator 3: CO effectively coordinating the implementation of CWA administrative and technical procures in 
the 3 pilot regions. 
 EMB CO communicated and coordinated with ROs through regular meetings and conferences to receive 

feedback and keep the ROs updated on the outcomes and lessons learned from testing the guidelines in the 
pilot regions. EMB CO also assisted ROs in the technical matters such as identifying water bodies from 
classification and designation of WQMA. 

 
Output 3 is achieved as scheduled. 
Indicator 1: The WQMAs established have functional Governing Boards, Technical Secretariats, Multi-sectoral 
action groups, Area fund management system and Reporting system. 
 According to the guidelines, after WQMA is designated, GB in charge of the WQMA will be 
established, and the water quality management activities will be implemented based on the 
action plans that the GB will formulate. The GB for three WQMAs began their meetings in 
mid or late 2008, and they were officially established in November-December 2009 right after 
the approval of guidelines. 
 

Indicator 2: At least one WQMA in each pilot region is established with action plan prepared. 
 Twenty one to twenty five members, representing LGUs, other line agencies, NGOs, Academics, local 
industries, water utility corporations, indigenous people were nominated as permanent GB members for the 3 
WQMAs in the pilot regions.  Technical Secretariat was established in each GB.  In the secretariat, it is 
necessary for Technical Secretariats to have resources persons as members for each of technical/legal and 
financial aspects.  At this moment, selection for appointment of appropriate personnel for the Technical 
Secretariat is being done for Region 3 and Region 12, while all the necessary resource persons have been 
appointed for Region 6.  Also, all the 3 GB are holding regular meetings, and the minutes of meeting is 
prepared for each GB meeting, and then approved at the next GB meeting.  So far, GBs formulated and 
approved action plans and established Multi-Sector Group (MSG) to implement the water quality monitoring 
activities.  Guidelines on National and Area Water Quality Management Funds are now being revised. 

 
Output 4 is almost achieved as scheduled 
Indicator 1: Major point pollution sources in pilot regions are complying with the discharge permitting/charge 
system, including the SMR system, and supported by database of point and non-point sources, functional 
system for assessment, collection and accounting of pollution charges and reward/incentive system 
 The ROs have conducted inventory of pollution sources within their WQMA.  Database on WQ 

information is now operational (except the database on PCO which was established but needs some 
modification for use). The ROs will be able to strengthen enforcement activities once the guidelines on 
discharge permit and waste water charge system as well as WQMA fund guidelines are officially 
endorsed. 

 
Indicator 2: First regional water quality status report for each of the 3 pilot regions published. 
 Based on the guidelines, the pilot ROs (Region 3, Region 6 and Region 12) prepared the reports on water 

quality situation.  These reports are disclosed on the website of EMB.  
 
(2) Achievement at the Project Purpose level 

Project Purpose is almost achieved 
Indicator 1: EMB CO and 3 pilot ROs assisted by the Project are efficiently and effectively implementing 
their mandates under CWA IRR through adequate WQM procedures in conformity with CWA requirements, 
WQMS staff trained in WQM procedures, adequate equipment and information systems, and linkages with 
related WQM agencies and concerned stakeholders. 
 The EMB CO has been well versed in the procedures and the whole process of WQMA under CWA. 

Three ROs have also obtained the knowledge and know-how on the whole process of operationalization 
of the CWA/IRR. The web-based database linking with regional offices is mostly operational. The EMB 
CO is able to provide necessary support to other non-pilot regions based on their experiences in the three 
regions.  
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Indicator 2: Capacity of the staff in charge of water quality management in non-pilot ROs is strengthened 
through participation in the learning process, in activities such as orientation/workshop conducted in the 
project, adequate understanding on the procedures and guidelines on the CWA enforcement, and 
familiarization with the experiences of 3 pilot regions on the WQMA designation and action planning through 
various types of communication 
 All the procedural guidelines and manuals have been shared and disseminated to the regional offices at 

orientation workshops. The non-pilot regional offices have gained understandings on the procedural 
guidelines and manuals by participating in orientation workshops and management conferences regularly 
held by EMB CO.  

  
3-2 Summary of Evaluation Results 

 (1) Relevance: High 
 The direction of WQM was consistent during the Project duration. The operationalization of the CWA/IRR 

was one of the highly prioritized agendas. Therefore, the Project's objective and approach were clearly in 
consistent with the policy of DENR/EMB.  

 Degradation of water quality is a quite serious issue in the Philippines. A study conducted by the Blacksmith 
Institute in 2007 listed Meycauayan City and Marilao (one of the three pilot sites in the Project) as one of 
the top thirty most polluted places in the world. In Region 3, the Provincial Government of Bulacan took 
initiatives to tackle the problem and formed a council. However, the magnitude of the problem was not 
addressed by the LGUs due to lack of institutional framework to involve stakeholders.  In Regions 6 and 
12, LGUs and other stakeholders are increasingly aware of the problem of the water quality in their areas. 
WQMA action plans developed by the Governing Boards have incorporated priority agendas of LGUs. 
Therefore, the Project's implementation approach and its scope are very much relevant to the local needs. 

 
(2) Effectiveness: High 
 The intended objective of the Project was to develop an enabling environment for the operationalization of 

WQMA under the CWA/IRR by (1) preparing guidelines on WQMA, (2) showcasing successful WQMA 
activities and (3) improving the EMB's overall capacity to facilitate WQMA activities. It is judged that the 
enabling environment has been well developed and entrenched as intended, and it is expected that the 
project purpose will be mostly achieved.  

 
(3) Efficiency: High 
 The Project activities were conducted almost as scheduled.  The EMB and the Project Team will 

complete the remaining activities, which are currently at their final stage of development, such as final 
draft of Procedural Manual on Non-Attainment Area and WQMA Action Planning and LGU Compliance 
Scheme.  

 All the guidelines and manuals have been drafted. The drafted guidelines and manuals have been or being 
pilot tested; therefore, the finalized versions will be suited to local conditions.  

 Inputs from JICA were judged as effective based on the interviews and questionnaire survey. The 
equipment provided for the EMB CO and RO laboratories was well used for water sampling and analysis. 
Particularly, the capacity of the RO 12 laboratory has been significantly enhanced in terms of the number of 
parameters. (Before the implementation of the Project, ROs had to send samples to CO laboratory for some 
test items, but ROs themselves are now able to conduct testing of such items.) 

 Most of the local consultants made good contributions. In the Phase I, among many local consultants 
employed, there were some cases where some local consultants failed to deliver expected 
performance/outputs. In the Phase II, remedial measures were taken and the quality of outputs was 
successfully improved. 

 
(4) Impact: Moderate 

The impacts recognized at the time of final evaluation are as follows, and it is expected that the Overall Goal will 
be achieved. 

 The procedural guidelines developed under the Project are used to classify water bodies and designate 
WQMA. EMB CO identified three water bodies for classification in other regions (Albay Gulf in Region 5, 
Toledo - Balamban Coastal Waters in Region 7, Macajalar Bay in Region 10) for WQMA activity.  In 
addition, EMB CO identified sixteen priority water bodies for WQMA designation. 

 DENR has so far designated 6 WQMAs including three under the Project.  Officially classified water 
bodies and designated WQMAs facilitated external assistance. For example, the Silway River WQMA is 
now supported by the World Bank. 
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 The EMB has set a policy to establish at least one WQMA for each region, and allocate budget of one 
million pesos annually for such regions which already have established WQMAs. All EMB regional offices 
have already been trained on the designation of WQMA and are very much willing to designate WQMAs. 
They have identified their candidate WQMA in their respective jurisdiction. The core members of the EMB 
CO, experienced in supporting and guiding the WQMAs in three regions are able to extend their support to 
non-pilot regions, utilizing the working knowledge of the staff members in the pilot regions and expertise of 
the local consultants. It is expected that WQMA implementation will be greatly facilitated when funds from 
the Government or other sources are made available. 

 For non-pilot ROs, such activities as establishment of database/information systems, information sharing on 
the project outputs and experiences of the pilot ROs and practical trainings.  Through the Project, the 
non-pilot ROs could obtain knowledge to some extent on the area water quality management especially the 
actions in the WQMAs.  It is necessary to learn practical know-how through actual actions in the regions. 

 
(5) Sustainability: Moderate 

＜Policy Aspect> 

 Throughout the Project period, CWA and implementation of its IRR have been the priority agenda of EMB, 
and assistance in policy aspect continued. The new medium-term Philippine Development Plan is going to 
be publicized by the end of 2010. WQM is mentioned by the President and the DENR Secretary as the 
priority agenda of the current administration. It is unlikely the current policy direction would be 
significantly changed. At present, the policy support for the operationalization of the CWA/IRR is 
consistent.  

 The integrated policy framework and the procedural guidelines for WQMA fund management are at the 
finalization stage, but have not been officially approved. The endorsements of these documents are 
indispensable to involve all the stakeholders in WQMA activities and scale up WQMA to other classified 
water bodies and WQMAs. Sustainability of the Project outcome will be ensured once these documents are 
officially approved. 

 
<Institutional Aspect> 
 The EMB has 16 ROs nation-wide. The selection of pilot regions was appropriate and effective because one 

site from Luzon, Visayas and Mindanao was selected to effectively disseminate and demonstrate outputs to 
other non-pilot regions.  Also, the three WQMAs were selected in consideration of geographical 
conditions and socio0economic settings. 

 Although the GBs in the pilot regions are at a rudimentary stage of organizational development, the 
organizational and institutional sustainability of GB and MSG activities are high as the member 
organizations are increasingly involved in GB meetings and MSG members are willing to conduct sampling 
activities. The regional offices are able to handle regular activities and logistic arrangements. 
Approximately 1 million pesos per WQMA is allocated from the EMB CO. The EMB CO and ROs need to 
monitor the following points (under Technical Aspect) in order to ensure the sustainability of the GB 
activities. 

<Technical Aspect> 
 LGUs need to officially endorse the compliance scheme in order to facilitate the implementation of WQMA 

Action Plan. Also, in order to strengthen the compliance, the approval process should be given a high 
priority.  

 The regional offices are likely able to maintain their current functions to manage meetings and logistic 
arrangements. However, they are understaffed and they may be overloaded when WQMA activities are 
expanded. Also, currently, the GBs are closely coached by local consultants. The EMB ROs need to take 
over such a role after the end of the project duration. 
 

3-3 Facilitation Factors 
1. Planning Stage 

(1) GB/MSG 
The Project proves the effectiveness of the approach stipulated under the CWA/IRR to foster local initiative and 
mobilize local resources for WQM activities through the formation of GB and MSG. This is vitally important 
because actual implementation for WQM is a mandate of the LGU. Many of the participating LGUs in the three 
WQMAs have been committed to provide inputs for GB and MSG activities and implement prioritized WQMA 
action plans. 
 

(2)Participation of counterparts in all the necessary processes for WQM 
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Staff of EMB CO accumulated enough knowledge and know-how on the formulation/operation of policy 
documents/guidelines through participation in the all processes of classification of water bodies, designation of 
WQMAs, establishment of GBs and formulation and implementation of action plans.  
 

2. Implementation Process 
(1) Consensus building on approach 

At the very early stage of the Project, there were different ideas on the definition and scope of WQMA between 
the JICA technical assistance team and the EMB. This issue was critically important to develop procedural 
guidelines, and were continuously discussed and eventually, reached a consensus. After that, this helped them to 
develop procedural documents based on clear and common understanding.  

 
(2) Process of activities in the pilot regions 

The pilot activities were conducted through the following process in each region: (1) designation of the target 
WQMA, (2) organizing public hearing and presenting delineated WQMA and non-attainment areas, (3) 
nominating GB members based on guidelines and (4) organizing regular GB meetings to confirm progress and 
achievements and make decisions for next steps. Through this process, WQMA action plan and the first WQMA 
status report were produced, a MSG was formed and its WQ monitoring plan was developed and actual water 
quality monitoring started. 

 
(3) Role of local consultants 

It is very important for EMB to have local resources that can provide quality services for WQMA activities. The 
Project extensively utilized local consultants that constantly supported the EMB CO and the three ROs in 
technical aspects and institutional development. This helped enhance their capabilities to support the EMB. 

 
3-4 Impeding Factors 

(1) Planning Stage 

none 

(2) Implementation Process  

none 
 
3-5 Conclusion 
As described above, it is expected that the scheduled project objective will be achieved before the completion of 
the Project.  In the light of 5 project evaluation criteria, it is evaluated that the Project was properly implemented. 

 
3-6 Recommendations 

 The EMB and the JICA technical assistance team should ensure that the remaining tasks listed in 4-3 
should be completed in order to fully accomplish the project's objectives so that the EMB will be able 
to operate without external technical assistance after the project duration. 

 The joint evaluation team recommends that EMB and DENR should make their best effort to expedite 
the approval of the developed procedural guidelines and manuals. 

 The GBs and their WQMA activities in three pilot regions are going to be used as the model for other 
non-pilot regions. The EMB and JICA should closely monitor their performance and extend support if 
necessary after the end of the project duration. 

 Currently, the regional offices are understaffed and staff members are compelled to take multi-tasking 
functions. This negatively affects the roles of the regional offices to take the lead role in WQM. 
Therefore, it is recommended that EMB and DENR should make their best effort to increase the number 
of staff as well as align the functions of the regional office. 

 
3-7 Lessons Learnt 

 The project duration was divided in two phases. By the end of the Phase I, all the guidelines and 
manuals for WQMA had been drafted; therefore, the three EMB regional offices were able to start 
pilot activities as planned. This arrangement can be effective to secure a sufficient time for field 
operations. 

 At an early stage of the project duration, there was a conceptual difference between the JICA technical 
assistance team and EMB on the definition and the scope of WQMA. Yet, after a series of discussions, 
they had a clear, common understanding. This helped them develop procedural documents based on 
the common understanding. Full mutual understanding between the counterpart organization and the 
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JICA technical assistance team on definitions, scope of work and specifications of outputs and 
deliverables is critically important to produce satisfactory results as well as to set common goals and 
directions. 
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第１章 評価の概要 
 

１－１ 評価の背景 

JICA 技術協力プロジェクト「水質管理能力強化プロジェクト」（以下、プロジェクト）は、環

境天然資源省（Department of Environment and Natural Resources：DENR）環境管理局（Environmental 

Management Bureau：EMB）によるフィリピン水質浄化法（Clean Water Act：CWA）の施行を支援

するためのものである。プロジェクトは 2 つのフェーズに分けられている。フェーズ 1（2006 年

1 月～2008 年 3 月）では EMB 本部事務所の能力強化を目的とし、フェーズ 2（2008 年 4 月～2011

年 1 月）では地域事務所の能力強化を目的とする。フェーズ 2 の終了前に、JICA と DENR は、

水質管理に関わる関係者の積極的参加におけるプロジェクトのこれまでの進捗と成果を見直す目

的で、終了時合同評価チームを派遣した。 

 

１－２ 評価の目的 

終了時評価の目的は次のとおりである。 

(1) PDM に基づいてプロジェクトの進捗を見直し、5 つの評価基準（妥当性、有効性、効率性、

インパクト、持続性）に従って成果を評価すること 

 

(2) プロジェクトの実施を促進/妨害した要因を見出すこと 

 

(3) プロジェクトで取るべき必要措置を検討し、提言を行うこと 

 

(4) 合同評価報告書で研究結果を要約すること 

 

１－３ 評価の方法 

評価は次のように実施された。 

(1) 日本人・フィリピン人をメンバーとする合同評価チームが実施 

 

(2) 以下の手段でデータ・情報を収集 

・ プロジェクトで作成された文書の調査 

・ 日本人専門員、EMB のカウンターパート（EMB 本部及び EMB 3 パイロット地域事務所）、

プロジェクトに従事したローカルコンサルタント、その他の関係当局のインタビュー 

 

(3) プロジェクトの達成度を評価 

 

(4) 5 つの評価基準を用いて総合的成果を分析 
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基 準 定  義 

1. 妥当性 妥当性は、フィリピン政府の開発政策のほか、受益者のニーズと合致してい

るという点で、プロジェクト目標と上位目標の妥当性として言及される。 

2. 有効性 有効性は、プロジェクトに予期される成果が計画どおり達成された場合と、

プロジェクトの（外的要因の、ではなく）結果として成果が実現された場合

について言及される。 

3. 効率性 効率性は、実施プロセスの生産性と投入を望ましい成果へ転換する効率性を

意味する。 

4. インパクト インパクトは、上位目標の達成が見込まれる範囲を含め、プロジェクトを実

施することによって起こる直接的・間接的、肯定的・否定的インパクトを意

味する。 

5. 持続性 持続性は、プロジェクト期間の終了後、受け手側団体がプロジェクトの成果

を持続させ、さらに発展させる見込みを意味する。プロジェクトの持続性の

見通しは、受け手国の政策、技術、財政、組織の各側面を調べることによっ

て判断される。 

 

１－４ 評価チームのメンバー 

(1) 日本人チーム 

担当分野 氏 名 所  属 

団  長 岩上 憲三 JICA フィリピン事務所 次長 

水質管理 今井 千郎 JICA 国際協力専門員 

評価分析 井田 光泰 合同会社適材適所 コンサルタント 

協力企画 桑江 直人 JICA フィリピン事務所 所員 

協力企画 Mr. Kessy Reyes JICA フィリピン事務所 プログラムオフィサー 

 

(2) フィリピン人チーム 

Ms. Lilihua V. Garcia（チームリーダー） 環境天然資源省（DENR） 

海外援助特別事業事務所 

プロジェクトモニタリング・評価課 

プロジェクト評価オフィサー 

Ms. Nenita R. Zabala 環境天然資源省（DENR） 

政策研究課 

Ms. Febes Melaya 環境天然資源省（DENR） 

プロジェクト開発・評価課 

 

 

 

 

 



－3－ 

１－５ 評価調査日程 

本調査は、2010 年 9 月 17 日から 10 月 9 日の期間で実施した。詳細は、以下のとおり。 

 
日 付 活  動 

1 9月17日 金 評価分析団員：日本→マニラ 
15：00～16：00 JICA フィリピン事務所打合せ 

2 9月18日 土 評価グリッド修正 

3 9月19日 日 評価グリッド修正 

4 9月20日 月 文書作成 

5 9月21日 火 10：00 環境省表敬 
13：00 JICA 専門家打合せ 

6 9月22日 水  9：00 JICA 専門家打合せ 
12：30～13：30 JICA 本部との TV 会議（評価グリッド確認） 
15：00 ローカルコンサルタントへのインタビュー（Wood Field Consultants） 

7 9月23日 木 マニラ→ジェネラル・サントス 
午後 水質管理区域運営評議会表敬（第 12 地域ジェネラル・サントス） 

8 9月24日 金 10：00 環境天然資源省環境管理局地域事務所インタビュー（第 12 地域ジェネラル 
・サントス 

9 9月25日 土 ジェネラル・サントス→マニラ 
午後 文書作成 

10 9月26日 日 文書作成 

11 9月27日 月 10：00 環境天然資源省環境管理局協議 
午後 環境天然資源省環境管理局インタビュー 

12 9月28日 火  9：30 環境天然資源省環境管理局地域事務所インタビュー（第 3 地域） 
午後 現地視察（Marilao, Meycauayan, Obando） 
15：00 ローカルコンサルタントへのインタビュー（CEST Inc） 

13 9月29日 水 マニラ→イロイロ 
10：00 水質管理区域運営評議会表敬（第 6 地域） 

14 9月30日 木  9：30 環境天然資源省環境管理局地域事務所インタビュー（第 6 地域） 
 イロイロ→マニラ

15 10月1日 金  9：00 環境天然資源省環境管理局インタビュー 
14：00 ローカルコンサルタントへのインタビュー（Innogy Solution） 

16 10月2日 土 文書作成 
 

17 10月3日 日 文書作成 
 

18 10月4日 月 文書作成 
 

19 10月5日 火  9：00 評価報告書案作成 
14：00 評価報告書協議 

20 10月6日 水  9：00 評価報告書案作成 
14：00 評価報告書協議 

21 10月7日 木  9：00 評価報告書作成 
15：00 評価報告書概要説明（JICA フィリピン事務所） 
17：00 評価報告書概要説明（環境天然資源省環境管理局） 

22 10月8日 金  9：30 合同調整委員会（JCC） 
午後 在フィリピン日本大使館報告、JICA フィリピン事務所報告 

23 10月9日 土 評価分析団員帰国 
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第２章 プロジェクトの概要 
 

２－１ プロジェクトの背景 

経済成長に向けた活動は、フィリピン政府の 30 年間にわたる努力にもかかわらず、十分な衛

生設備、都市排水、汚染防止に対する予算と人的資源に制約があった結果、表流水に加えて地下

水も水質が低下し、これは公衆衛生、漁業、観光業に悪影響を及ぼした。 

2004 年の水質浄化法（CWA）の制定は、フィリピンの水質管理における劇的な転換と認識され

ている。同法は、さまざまなインセンティブメカニズムを採用し、汚染防止の経済効率と有効性

を最大限とする一連の政策手段を導入したほか、従来の水質管理に「指令・制御」を採用した。 

しかし、水質浄化法とその要件及び条項に関する経験と専門知識に欠けるため、水質浄化法の

施行は、いくつかの介入なしには不可能である。同法で新たに採用された概念と方法を実現する

制度や法律の枠組みがないことから、環境管理局（EMB）が政策の枠組みと技術及び手続きのガ

イドラインを策定する必要がある。さらに、同法は、水質管理及びモニタリングにおいて、政府

機関だけでなく地方自治体（LGU）、民間セクター、市民団体と協力・連携することを EMB に義

務づけており、これは EMB とその職員にとって新しい体制である。EMB 地域事務所職員は、EMB

本部職員と同様に、同法の条項に関する研修の機会を与えられなければならない。 

この状況で、フィリピン政府は日本政府に対し、水質浄化法を施行する省の能力を強化する技

術協力プロジェクトの実施を要請した。 

この要請に対し、JICA とフィリピン政府は継続的に調査と協議を行い、2005 年 10 月 24 日に、

技術協力プロジェクト「水質管理能力強化プロジェクト」を実施することに合意した。プロジェ

クトは 2006 年 2 月、日本人専門家の到着とともに開始された。 

プロジェクトは 2 つのフェーズに分けられている。フェーズ 1（2006 年 1 月～2008 年 3 月）で

は、EMB 本部事務所の能力強化を目的とし、フェーズ 2（2008 年 4 月～2011 年 1 月）では、地

域事務所の能力強化を目的とする。 

 

２－２ プロジェクトの概要 

(1) 上位目標 

水質管理委員会主導の下で、企業、地方自治体、その他の公共団体が、水質管理地域（WQMA）

アクション・プランで定められた水質目標を達成するために必要な措置を取る。 

 

(2) プロジェクト目標 

水質浄化法施行規則に基づいて義務づけられる優先行動を実施する EMB 本部及び地域事

務所の能力が強化される。 

 

(3) 成果 

1) 水質浄化法に基づく水質管理（WQM）の統合的な政策フレームワークが確立され、EMB

職員を対象とした適切な手続きガイドラインと研修が行われる。 

2) EMB 本部事務所が地域事務所を指導・支援する能力が強化される。 

3) WQMA 及び関連する各機関を設置し、支援する EMB 地域事務所の能力が 3 パイロット

地域で強化される。 
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4) 水質管理における EMB 地域事務所の総合的能力が 3 パイロット地域で強化される。 
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第３章 プロジェクトの実績 
 

３－１ 投入実績 

(1) 日本側 

1) 専門家 

合計で 3 名の長期専門家と 6 名の短期専門家が派遣され、技術面と EMB の能力強化を

支援した。全体の派遣期間合計は 140 カ月間。長期専門家は、年複数回、EMB をベースに

長期滞在し（3 カ月以上）、短期専門家は 1 カ月間ほど、特定分野で技術面の指導を行った。

専門家の詳細な派遣実績については付属資料１. ミニッツ Annex 2 を参照。また、プロジ

ェクト全般の助言を行うため、アドバイザー（JICA 専門員）が、年 3 回、各回 2～3 週間

派遣された。 

2) ローカルコンサルタント 

JICA は、ローカルコンサルタントのチーム（2006 年度から 2010 年度までに合計 459.1

人/月）を活用し、専門作業部会、意見聴取会、オリエンテーション・ワークショップの実

施の運営費とコンサルタントの報酬、交通費等を負担した。詳細は、付属資料１. ミニッ

ツ Annex 3 を参照のこと。 

3) 研修員受入れ 

合計 4 名の EMB カウンターパートが 2 回の短期研修コース（水質管理運営及びアジア

諸国における水質環境に関する政府の能力強化）に参加した。詳細は、付属資料１. ミニ

ッツ Annex 4 を参照のこと。 

4) 機材 

研修、現地モニタリング・サンプリング、及び水質検査のための機材が、主にプロジェ

クトのフェーズ 1 で供与された。EMB 中央ラボと 3 パイロット地域事務所のラボに対し 

て、特に整備が遅れている第 12 地域事務所ラボに多くの分析機材が提供された。詳細は、

付属資料１. ミニッツ Annex 5 を参照のこと。 

 

(2) フィリピン側 

1) プロジェクト・カウンターパート 

2006 年以降、EMB 本部事務所及び 3 パイロット地域事務所から、パイロット水質管理

地域活動を担当する EMB 職員が合計 26 名（本部事務所から 19 名、地域事務所から 7 名）、

プロジェクト・カウンターパートとして配置されている。カウンターパート人員のリスト

は、付属資料１. ミニッツ Annex 6 を参照のこと。 

2) プロジェクト運営費 

EMB（フィリピン側）は、執務室、会議室、テーブル、椅子、通信（電話、ファックス

機）、設備/機器の維持費、光熱費などの施設を提供した。さらに EMB は、意見聴取会、関

係者会議、オリエンテーション・ワークショップなど、特に地域レベルでのプロジェクト

活動の実施に必要なカウンターパートの交通費（ガソリン代、航空運賃）を負担している。 

 

３－２ 活動の実績 

フェーズ 1 期間中の重点的な活動は、手続きガイドライン/マニュアルの文書化と文書化に必要
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な調査であった。フェーズ 2 では、3 パイロット地域における水質管理地域活動の運用化及びそ

の実施と、策定済みガイドライン/マニュアルのパイロット活動の実施を通して得た経験に基づく

修正・微調整へと重点が移った。プロジェクト活動の詳細は、付属資料１. ミニッツ Annex 7 を

参照のこと。 

 

パイロット地域の概況 

地域事務所 地方 水質管理地域の名称 対象規模 

第 3 地域事務所 ルソン マリラオ・メイカウアヤン・オバンド河川

システム水質管理地域（通称：MMORS） 

面積：280Km2 

人口：2,200,000

第 6 地域事務所 ビサヤ 

 

イロイロ・バティアノ河川システム水質管

理地域（通称：IBRS） 

面積：100Km2 

人口：310,000 

第 12地域事務所 ミンダナオ 

 

サランガニ湾水質管理地域 面積：400Km2 

人口：580,000 

 

３－３ 成果の実績 

(1) 成果の達成状況 

成果１：計画どおり達成された。達成度は以下のとおり。 

指標１「水質目標、遵守期間、水質汚濁管理の戦略・技術、水質関連情報・教育、人材開発

の諸点を特定した政策フレームワークの作成と普及」：水質管理の体系と各省庁・自治体

の役割・責任を明示した「総合水管理フレームワーク」が DENR に最終版を提出済みであ

り、同省からのコメントを受けて最終調整を行っている。 

指標２「関連する手続きガイドラインの作成と普及」：計画どおり、すべてのガイドライン/

マニュアルのドラフト版が作成された。主要手続きガイドラインのうち、既に 2 種類のガ

イドラインが最終承認を受けており、その他の成果品についても、最終改訂・調整が既に

DENR に最終版を提出して承認待ちの段階にある。 

指標３「上記文書のトレーニング」：これまでに 4 回、年度末にオリエンテーション・ワー

クショップを開催し、累計で 870 名が参加した。 

 

成果２：計画どおり達成された。達成度は以下のとおり。 

指標１「パイロット地域の水質モデル、水質・汚濁源の検索機能を備えたデータベース、イ

ンターネット・ベースの情報・通信ネットワークが構築され、フィリピン初の国家水質報

告書、パイロット地域以外に対する支援要請書が作成される」：高度なモデリング技術（使

用ソフトウエアは廉価な WASP）を活用して、3 パイロット地域の水質管理地域アクショ

ン・プランが作成された。水質と汚染源のデータベースが構築され、試行を通してモジュ

ール・入力フォーマットが改良された。ユーザーマニュアルも作成されている。 

指標２「本部事務所への機材供与と訓練」：中央ラボに機材供与が行われ、EMB の中央ラボ

が毎年主催するラボ職員研修で訓練が実施されている。 

指標３「本部事務所が 3 パイロット地域で、効果的に水質浄化法の行政・技術手続きの実施

を調整できる」：政策・制度面について、公聴会、水質管理委員会の会議、年次のオリエ

ンテーション/ワークショップの機会を通して、本部事務所は地域事務所との連絡を密にと
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り、ガイドラインなど成果品についてのフィードバックを受けたり、プロジェクトの進捗

状況の説明、経験と、情報の共有を図った。技術面についても水域類型指定や水質管理地

域の指定などについて支援を行った。 

 

成果３：計画どおり達成された。達成度は以下のとおり。 

指標１「指定された水質管理地域で、委員会、技術事務局、マルチ・セクター・グループ、

地域水質基金の管理システム、連絡・報告システムが定められる」：ガイドラインでは水

質管理地域の指定後、当該地域を管理する水質管理委員会が設置され、同委員会の策定す

るアクション・プランに沿って、水質管理の緒活動が実施される。パイロット事業として

取り組んだ 3 パイロット水質管理地域では、関連ガイドラインが正式に承認される前（2008

年中半～後半）から過渡的な措置として、水質管理暫定委員会を立ち上げて、組織化を図

った。ガイドラインが承認された直後、2009 年 11 月～12 月に、3 水質管理委員会が正式

に設立された。 

指標２「水質管理委員会により、水質管理地域のアクション・プランが策定される」：3 パ

イロット地域の水質管理委員会には、地方自治体、中央政府の地域事務所、NGO、大学、

地元企業団体、水道公社、漁民代表、少数民族代表など、地域の関係組織から代表者（正・

副代表）が正式な構成メンバーとして選任された（メンバー数は 21～25 名）。3 水質管理

委員会とも技術事務局が設置されている。事務局には技術面、法律面、財務面などにそれ

ぞれ対応する複数の有識者が必要。現時点で、第 6 地域の委員会は必要人員を満たしてい

るが、第 3、第 12 の委員会は適切な人材を選定中である。また、3 水質管理委員会とも定

期会合を開催し、会議後、事務局が議事録を作成し、関係機関に配布、次回の会合で前回

の議事録を承認するという報告システムとなっている。これまでに、アクション・プラン

の策定と承認、水質モニタリングを実施するマルチ・セクター・グループを形成し、地域

水質基金の管理システムの関連ガイドラインが改定中である。 

 

成果４：ほぼ計画どおり達成された。達成度は以下のとおり。 

指標１「パイロット地域で、主要汚染源が排水基準/排水課徴金制度、自己モニタリング等に

より管理され、点源・非点源汚濁汚染源データベース、排水課徴金の評価・徴収・会計シ

ステム、報償インセンティブ制度が整う」：各パイロット地域事務所では、対象水質管理

地域について既に主要汚染源のインベントリー調査を実施済みである。水質、汚染源に関

するデータベースも既に運用されている（公害防止管理者に関するデータベースも作成済

みで、現在、追加的な改良を行っている）。排水課徴金の評価・徴収・会計システム、報償

インセンティブ制度については、現在、関連ガイドラインの正式承認待ちで、水質管理地

域管理基金との関連性もあるため、承認後、ガイドラインに沿った運用が予定されている。 

指標２「フィリピンで初めての地域水質状況報告書が 3 パイロット地域で作成される」：ガ

イドラインに基づき、パイロット地域事務所（第 3、6、12）は、各地域の水質状況報告書

を作成した。報告書は EMB のウェブサイトで公開されている。 
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(2) プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標は、ほぼ達成された。 

指標１「本部・地域事務所で、水質浄化法と施行規則に沿った水質管理手続きの整備、研修

による職員の手続き習熟、機材と情報システムの整備、パイロット地域での関連組織との

ネットワークの構築が達成される」：本部事務所職員は、ガイドライン類の作成プロセス

と水質管理地域での活動支援を通して、水質浄化法の運用手続きを熟知し、地域事務所に

指導できるようになった。パイロット地域事務所も対象水域の特定から水質管理委員会の

運営に至る一連のプロセスに関与することで、実施ノウハウを蓄積した。地域事務所と本

部事務所を結ぶウェブ・ベースのデータベースも稼働している。 

指標２「手続き理解、パイロット地域での水質管理活動のプロセスと経験共有を通して非パ

イロット地域の地域事務所職員の能力が高まる」：これまでに作成したすべての成果品が

オリエンテーション/ワークショップで非パイロット地域事務所職員にも提供され、活用法

について実践的な研修が実施済みであり、非パイロット地域事務所の職員も水質浄化法の

規定・運用方法について理解を深めた。 

 

３－４ 実施プロセス 

(1) フェーズ 1 

1) 実施戦略 

本プロジェクトのプロジェクト目標と成果目標に沿った活動は 40 項目（フェーズ 2 の

パイロット活動関連を含む）、本プロジェクトの枠組みに沿った水質浄化法の運用に必要な

政策文書やガイドライン/マニュアル類は 20 以上におよぶ。このため、多岐にわたる活動

項目の重複を避け、効率的な実施を行うために活動タイプに応じて 40 の活動項目を 9 つの

グループに分類して、それぞれのグループごとに EMB のカウンターパート、ローカルコ

ンサルタント、専門家チームの担当者を配置した。 

2) 文書化 

本プロジェクトでは、おおむね次のようなプロセスを経て、主要ガイドライン/マニュア

ル類が作成された。①業務指示書の作成とローカルコンサルタントの選定、②キックオフ

ミーティングの開催と業務内容の確認、③当該ガイドライン/マニュアル作成に必要な調査

の実施と草案の作成、④関連機関を招いて技術作業部会の開催と初版の作成、⑤EMB によ

る初版のレビュー、⑥ルソン、ビサヤ、ミンダナオの 3 地方における一般公聴会の開催、

⑦初版の見直しと改訂版の作成、⑧オリエンテーション/ワークショップで地域事務所への

説明（特に改訂版を施行した場合に想定される現場との乖離・ギャップの特定）、 ⑨地域

事務所からのコメント集約、⑩最終調整と最終版の作成。 

このプロセスを通して、本部事務所のカンターパート職員は、ガイドライン/マニュアル

と他の関連法規・規定文書との一貫性・補完性の検証、曖昧な用語の定義・内容の明確化、

現場での運用可能性・妥当性の検証といった作業を行い、ガイドライン類作成について経

験を蓄積した。また、地域事務所のカウンターパート職員は、本部事務所からガイドライ

ン類の作成過程・進捗状況について継続的に情報を得ると同時に、公聴会、コンサルテー

ション/ミーティング、オリエンテーション/ワークショップ等で、現場の視点からコメン

トを挙げることで、ガイドラインの質の向上に貢献した。特に、3 パイロット地域事務所
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は、パイロット活動を通して得られた経験から積極的にコメントを付した（ガイドライン

の要求項目に見られる現場で運用の困難なポイントの指摘など）。具体的な 3 パイロット地

域事務所による貢献については付属資料１. ミニッツ Annex 9 を参照。 

3) アプローチについての合意形成 

当初、EMB と専門家チームの間で、水質管理地域の範囲・定義について考え方の相違が

あった。この考え方を一致させることは、一連のガイドライン/マニュアル類を作成するう

えで極めて重要であり、双方で継続的に議論を重ねて、最終的なコンセンサスを得ること

となった。この合意形成により、その後、意見のぶれなく、効率的に関連ガイドライン/

マニュアル類の作成作業を進めることができた。 

 

(2) フェーズ 2 

1) パイロット地域の開始 

フェーズ 1 の終了時点で、水質管理地域での活動を推進するための関連ガイドライン類

は既にドラフトが作成済みであった。このため、パイロット地域事務所は、フェーズ 2 の

開始時から遅延なく計画どおりに活動に着手することができた。水質管理地域ごとに本部

事務所と地域事務所に担当者（フォーカル・パーソン）を配置して、現場での活動の促進・

調整を図る体制を取った。また、現場での技術支援、情報システム導入、制度開発を強化

するためにローカルコンサルタントが活用された。 

水質管理委員会の立ち上げ時、まだ水質管理地域は省令で公的に承認されていなかった

が、構成組織は代表を委員会に参加させ、暫定委員会としてスタートした。マリラオ・メ

イカウアヤン・オバンド河川システム水質管理地域（MMORS）水質管理委員会の場合は、

構成組織の実施意欲が非常に高く、水質管理地域の指定に関するガイドラインの承認前か

ら委員会を立ち上げて活動に着手した。 

2) パイロット地域での活動展開 

パイロット地域での活動はおおむね次のプロセスを通して進められた。①対象水質管理

地域の指定、②公聴会で水質管理地域と未達成水域の説明、③ガイドラインに基づく水質

管理委員会構成メンバーの選定、④委員会の定例開催による水質管理地域での活動の提

案・承認。委員会での決定に従い、これまでに水質管理地域のアクション・プランの作成・

承認、水質管理地域の水質状況報告書の作成・承認、マルチ・セクター・グループの設置

と同グループによる水質モニタリング計画の策定とモニタリングの開始等が実現した。水

質管理委員会の構成メンバーは 21～25 名、議長は EMB 地域事務所長が務め、地域事務所

スタッフが事務局を担当している。 
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第４章 評価結果 
 

４－１ 妥当性 

プロジェクトの妥当性：高い 

(1) プロジェクトの実施期間を通して水質管理の政策面に変化はなく、水質浄化法（CWA）の

運用実施は DENR-EMB にとって非常に優先度の高い課題であった。このため、本プロジェ

クトで掲げた水質浄化法とその実施規則の運用化は、DENR-EMB の優先課題と一致するもの

であった。 

 

(2) フィリピンでは水質問題は深刻化している。2007 年に国際 NGO であるブラック・スミス・

インスティチュートが発行した調査報告書によると、本プロジェクトのパイロット地域の 1

つであるメイカウアヤン市とマリラオ地域（第 3 地域事務所管轄）は、世界で最も汚染され

た 30 地域の 1 つに挙げられている。第 3 地域ではプロジェクト開始前から州政府が協議会

を立ち上げて水質改善のための活動を行ったが、地方自治体や政府機関の地域事務所など関

係組織を巻き込む制度的枠組みが弱く、十分に機能しなかった。このため、水質浄化法に基

づく包括的な取り組みへの期待は高かった。第 6、第 12 地域でも、水質管理委員会の構成組

織の水質問題への関心は高く、委員会への参加意欲も高い。また、対象水質管理地域のアク

ション・プランには、地方自治体の優先課題が包括されている。こうした点から、本プロジ

ェクトは地元ニーズに応えたものであったと判断できる。 

 

４－２ 有効性 

プロジェクトの有効性：高い 

本プロジェクトの意図は、①政策文書・ガイドライン類の作成、②水質浄化法の求めるアプロ

ーチに沿った水質管理地域の成功例の提示、③EMB 職員の全般的能力強化を通して、水質浄化法

とその実施規則の運用を可能とする体制・環境を整備することであった。以下の点から、プロジ

ェクトの意図した水質浄化法運用のための体制・環境の整備は十分達成されたと判断できる。 

 

(1) 水質管理地域での取り組みに必要なすべての政策文書とガイドライン類が整備された。ガ

イドライン類はパイロット地域での試行を経て改訂された、現場で活用できる実践的な内容

である。このため、全国各地で水質管理地域を対象とした水質管理の取り組みが可能となっ

た。 

 

(2) 3 パイロット水質管理地域は、それぞれのアクション・プランに沿って既に活動に着手し

ており、地方自治体など地域の意思決定者を巻き込んだ先進事例として認知されている。現

在、EMB では全国で 16 の水域を水質管理地域指定の候補として選定しており、先進事例で

の経験とノウハウを生かして全国的な展開が可能となった。 

 

(3) EMB 本部と 3 パイロット地域事務所職員は、水質浄化法とその実施規則を運用するために

十分な経験と知識を習得しており、本プロジェクトで育成した中心メンバーは、外部からの

技術支援なしでも水質管理地域の全国展開を担うことができる。2010 年、専門家チームは、
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本部事務所、パイロット地域事務所、非パイロット地域事務所の職員に対する 能力アセス

メントを実施した。この結果によれば、2006 年時の能力と比較して、本部事務所・パイロッ

ト地域事務所の職員は、制度・組織・個人レベルで高い能力向上が認められた（付属資料１．

ミニッツ Annex 10）。 

 

本プロジェクトによるその他の事業効果として次の点を挙げることができる。 

 

(4) 本プロジェクトは、水質浄化法とその実施規則に示された水質管理委員会/マルチ・セクタ

ー・グループといった制度的枠組みを活用する実施アプローチを試行した。3 パイロット地

域では、地元の関係者がイニシアティブをとり、地元のリソースを動員することに成功する

ことで、アプローチの有効性を立証した。EMB は、各地域で水質管理を促進する役割を担う

が、実際のインプット/リソース提供やアクション・プランの推進は地方自治体を中心とした

地元の意思決定者であり、彼らのイニシアティブを引き出すためのツールを得たことは、水

質浄化法の実効性を高めるうえで極めて重要な意味をもつ。 

 

(5) 本プロジェクトでは、フィリピンの経験に基づく高度なモデリング技術を利用した総合的

な水質管理のアプローチを採用した。産業別排出基準は実際の製造過程と処理技術のデータ

に基づき作成された適正基準であり、実効性が高い。 

 

(6) EMB にとって、水質管理地域での取り組みなど水質管理の具体的業務を支援できる良質な

ローカルコンサルタントの存在は重要である。本プロジェクトでは、ローカルコンサルタン

トを活用した。これにより、ローカルコンサルタントが EMB に対する技術面、組織制度面

におけるサービス提供能力を向上させた。 

 

４－３ 効率性 

プロジェクトの効率性：高い 

次の視点から、インプットに対する成果の達成状況は良好と判断できる。 

 

(1) すべてのガイドライン/マニュアルのドラフト版が作成された。既に 2 種類のガイドライン

が最終承認を受けており、その他の成果品についても、最終改訂・調整か、既に DENR に最

終版を提出して承認待ちの段階にある。作成したガイドライン類は、パイロット地域での試

行をとおして現場の条件・環境に合致した適正なものであり、当初、想定した成果目標をほ

ぼ満たしている。 

 

(2) EMB 本部事務所の職員は水域類型指定、水質管理地域指定、水質管理委員会の設置、アク

ション・プランの作成とその実施まですべてのプロセスに関与することで、政策文書・ガイ

ドラインの策定・運用について十分な知見とノウハウを蓄積した。 

 

(3) 3 つのパイロット地域での水質管理委員会やマルチ・セクター・グループの活動を通して、

地方自治体、政府機関の地域事務所、大学、市民社会、企業など広範な関係者を水質管理に
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巻き込むことに成功している。 

評価調査チームによる質問票・インタビュー調査結果によれば、EMB 本部事務所、3 パイ

ロット地域事務所ともに、プロジェクトの成果・プロジェクト目標の達成度は 80～100％と

回答している（地域事務所については付属資料１．ミニッツ Annex 9 参照）。EMB と専門

家チームは、プロジェクト終了までに、最終段階にある以下の作業を完了させる見込みであ

る。 

・非達成水域に関する手続きマニュアルの最終版 

・地方自治体の水質管理地域アクション・プランの履行・遵守規定 

・アクション・プランニングのための参考マニュアル 

・水域類型指定ガイドラインの最終版 

・データベースの追加的改善（公害防止管理者リストのデータベースとのリンク） 

・水質管理基金（ナショナルレベルと地域対象）ガイドライン 

・排水管理に関する政策文書の最終版 

・水質管理に関する広報・教育成果品 

・3 パイロット水質管理地域の水質状況報告書の最終版 

・水質モニタリングに関する地域協力ガイドラインの最終版 

 

EMB は全国に 16 の地域事務所をもつ。本プロジェクトは、非パイロット地域事務所への

普及を考慮して、ルソン、ビサヤ、ミンダナオの 3 地方から 1 カ所ずつパイロット地域事務

所を選定した。対象水質管理地域については、地理・社会経済条件を考慮して選定された。

以上の点から、パイロット地域の選定は妥当であったと判断できる。 

 

水質管理基金関連など一部の活動を除き、本プロジェクトの進捗はほぼ当初計画どおりで

あった。主な促進要因は以下のとおり。 

 

(4) プロジェクトの開始時に専門家チームと EMB の間で、水質管理地域の指定方法や用語定

義について議論を重ねて共通認識を得たことで、その後の活動を効率的に進めることができ

たこと（３－２実施プロセス参照）。 

 

(5) 40の活動項目を効率的に実施するために、活動タイプ別に 9 つのグループを構成したこと。

これにより、さまざまな活動を効率的に管理・モニタリングすることが可能となった。 

 

(6) プロジェクトをフェーズ 1 とフェーズ 2 に区分したこと。特に、フェーズ 1 の終了時まで

にパイロット活動に必要な成果品の作成に注力したことで、フェーズ 2 の開始時からパイロ

ット地域事務所の活動に着手できたこと。 

 

(7) ガイドライン/マニュアル類の作成とパイロット活動にローカルコンサルタントを活用し

たこと（地域事務所への質問票・インタビュー結果によれば、ローカルコンサルタントの活

用が極めて重要な促進要因であったと回答している）。 
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(8) パイロット活動を促進するために EMB 本部・地域事務所それぞれに担当者（フォーカル・

パーソン）を任命・配置して、EMB 本部・地域事務所の担当者間の連絡・連携を促したこと。 

 

(9) パイロット地域では非常に強い地元ニーズがあったこと。特に第 3 地域では、2008 年 12

月、関係機関が連携してマニラ湾の環境改善に取り組むべきとの最高裁判所の命令が下され

た。この決定は、マニラ湾につながる河川を管轄する第 3 地域の政府機関と地方自治体によ

る協力を促進する外的要因（プレッシャー）となった。 

 

(10) 定期的に JICA アドバイザーが派遣され、プロジェクトの節々で助言を行ったこと。 

当初、水質管理基金関連のガイドラインでは、基金の性格としてリボルビング・ファンド

を想定していたが、財務局の財政管理の方針との食い違いがあり、DENR-EMB は、基金の管

理・運用の方針・方法について、さまざまな課題をクリアする必要があった。ガイドライン

の位置づけも、当初は財務局と DENR の合同覚え書を想定してドラフトを作成したが、財務

局の示唆を受けて省令に変更することとなり、ガイドラインの内容を再度検討するなど、ド

ラフトの版を重ねることとなった。水質管理基金関連のガイドラインが未承認であったため、

基金と連動して運用が予定されていた課徴金制度など、プロジェクト期間内での実施ができ

なかった。 

質問票・インタビュー調査によれば、JICA の投入は効果的であったと判断できる。具体的

には、専門家及び JICA アドバイザーの派遣期間と専門性はプロジェクト全体の方針・管理

を行ううえで、適切かつ満足できるものだったと回答している。EMB 本部・地域事務所のラ

ボに供与された機材は、水質モニタリング・分析に活用されている。特に、第 12 地域事務所

では機材供与により、大幅に検査環境が整備され、重金属など検査項目も増加した（プロジ

ェクト開始前、検査できない項目については本部事務所ラボにサンプルを送っていたが、今

では地域事務所ラボで検査が可能となった）。ローカルコンサルタントの貢献についてもおお

むね高い評価であった。フェーズ 1 では数多くのコンサルタントを雇上したこともあり、一

部に期待どおりのパーフォーマンス・成果品が得られないケースがあったが、フェーズ 2 で

必要な措置を取り、成果品の質を高めることができた。 

 

４－４ インパクト 

インパクトの評価：中程度 

(1) 本プロジェクトはまだ実施中であるが、次のようなインパクトの発現が見られる。 

 

(2) プロジェクトで作成されたガイドライン類に基づいて、水域類型と水質管理地域指定が進

められている。EMB は、アルバイ湾（第５地域）、トレドーバランバン海岸域（第 7 地域）、

マカハラール湾（第 10 地域）の 3 つの優先水域を特定し、さらに、16 の水域を水質管理地

域候補として選定している。 

 

(3) EMB では本プロジェクトの 3 パイロット地域を含めて、これまでに 6 つの水質管理地域指

定を行った。EMB が正式に水質管理地域を指定することで、ドナーの支援が得られやすくな

るという促進効果も生まれている。具体的事例として、シルワイ川水質管理地域（第 12 地
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域）は、世界銀行が支援を開始している。 

 

(4) 本プロジェクトを契機として、EMB は各地域に少なくとも 1 つの水質管理地域を指定する

方針を示し、指定された各地域には、毎年 100 万ペソの予算配分を行っている。非パイロッ

ト地域事務所職員は、オリエンテーション/ワークショップなどで基本的な研修を受講済みで、

対象となる水質管理地域も特定されており、実施に非常に積極的である。 

本部事務所と 3 パイロット地域事務所の職員はこれまでの経験で、非パイロット地域事務

所へのサポートが可能である。ローカルコンサルタントも経験を積んでいるため、水質管理

基金が設置されれば、非パイロット地域への面的展開が推進されることが期待される。非パ

イロット地域事務所に対しては、データベース/情報システムの整備、プロジェクトの成果品

の共有、パイロット地域事務所での経験共有、実践的な研修といった支援が実施された。本

プロジェクトをとおして、非パイロット地域事務所は指定水質管理地域の取り組みを中心と

した地域での水質管理について一定の知見を得た。今後は、実際の地域での取り組みを通し

て、実践的ノウハウを獲得していく必要がある。 

 

４－５ 持続性 

持続性の評価：中程度 

(1) 政策・制度面 

1) プロジェクト期間を通して、水質浄化法とその実施規則の運用は、EMB の主要課題であ

り、政策面での支援は継続的であった。新政権の中期開発計画は 2010 年末に発表予定であ

るため、評価調査段階では、今後の政策面での継続性は明確でないが、大統領と DENR 大

臣は、水質管理の強化は政権の優先課題の 1 つであることを明言しており、EMB も大きな

政策上の変更は想定していない。 

2) 水質管理の総合政策フレームワークと水質管理基金の運用ガイドラインは最終調整段

階にあるが、まだ正式承認に至っていない。フレームワークは、地域で関係組織の役割と

責任を明示した文書（大統領令）であり、基金のガイドラインは非パイロット地域への普

及を図るうえで不可欠である。これらの文書の正式承認が得られた段階で、プロジェクト

成果の継続性が確保される。 

 

(2) 組織・財政面 

1) EMB は、全国に 16 の地域事務所をもつ。本プロジェクトは、非パイロット地域事務所

への普及を考慮して、ルソン、ビサヤ、ミンダナオの 3 地方から 1 カ所ずつパイロット地

域事務所を選定した。対象水質管理地域については、地理・社会経済条件を考慮して選定

された。以上の点から、パイロット地域の選定は妥当であったと判断できる。 

2) 3 パイロット地域の水質管理委員会はまだ制度・組織的に発展段階にあるが、構成団体

は委員会への参加が強化され、マルチ・セクター・グループが水質モニタリングを開始す

るなど活動レベルは高い。地域事務所も定例会議の準備・開催など対応できるようになり、

事務局機能を強化しつつある。EMB は 2008 年より、各水質管理地域に 100 万ペソの予算

配分を行っている。以上の点から、3 パイロット地域での活動の継続性は高いと判断でき

る。 



－16－ 

(3) 技術面 

1) 水質管理地域アクション・プランの実効性を高めるためには、実施主体となる地方自治

体がアクション・プランとその遵守を規定するスキームを正式承認する必要がある。地方

自治体によるコンプライアンスを強化するための承認手続きは今後の優先的な課題である。 

2) 地域事務所は事務局機能を高めつつあるが、人員不足で事務局職員も複数の業務を兼任

している。今後、水質管理地域の活動が拡大・展開するうえでは、業務が過重負荷となる

可能性がある。また、現在、水質管理委員会はローカルコンサルタントがコーチ役として

支援しているが、プロジェクト終了までに地域事務所がローカルコンサルタントの役割を

果たす機能も付加する必要がある。 
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第５章 結論 
 

 本プロジェクトは、前述のとおり、終了時までに所期の目標を達成することが十分に見込ま

れる。評価の 5 項目の観点からもプロジェクトが適切に実施されたと評価する。 

水質浄化法（CWA）の運用を可能とする体制・環境の整備に成功した。運用に必要なガイドラ

イン類が整備され、EMB 本部は水質管理地域の水質管理促進など、水質管理を推進するために必

要な能力を獲得した。3 パイロット地域事務所（第 3、6、12 事務所）もパイロット活動での取り

組みを通して水質管理の業務推進能力が向上した。3 パイロット水質管理地域では、水質管理委

員会を核とした水質管理の制度的枠組みが確立し、構成メンバーである関連組織も積極的に水質

管理委員会の活動に参加している。3 水質管理委員会は、中央政府の地方事務所、地方自治体、

大学、NGO、住民団体、企業団体など多様な関係者の間を結ぶネットワークの核として機能し始

めている。こうした点から、水質浄化法とその実施規則の要求事項を満たす行政的・技術的基盤

が EMB 内に十分整備されたと判断できる。今後、水質管理基金など政府・民間からの資金が活

用できるようになれば、非パイロット地域への普及も大幅に展開することが期待できる。ただし、

パイロット地域の水質管理委員会は、まだ制度・組織開発の初期段階にあり、関係組織による強

いコミットメント、リーダーシップ、オーナーシップを醸成するために、EMB は、今後も 3 パイ

ロット地域での取り組みを注意深くモニタリングし、必要に応じて支援を行うことが求められる。 
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第６章 提言 
 

(1) プロジェクト終了後、EMB が外部からの技術支援なく自立的に水質浄化法を運用できる必要

がある。そのため、EMB 及び専門家チームはプロジェクト期間中に実施予定の技術支援を確実

に完了するよう留意して、プロジェクトの目標を完全に達成することを提言する。 

 

(2) プロジェクトで作成したガイドライン/マニュアル類の多くが DENR など上位機関の正式承

認の段階にある。このため、DENR-EMB が承認手続きについて迅速な対応を図ることを提言す

る。 

 

(3) 本プロジェクトの 3 パイロット地域での活動は、水質管理委員会を拠点とした水質管理のモ

デルとして非パイロット地域への普及が期待される。3 パイロット地域での活動が拡大・発展

することは水質浄化法の運用の有効性を立証するうえで極めて重要である。このため、EMB と

JICAはプロジェクト終了後も継続的に 3パイロット地域の水質管理委員会のパーフォーマンス

をモニタリングし、必要に応じて彼らへの支援を行うことを提言する。 

 

(4) 現在、EMB の地域事務所は人員不足で、個々の職員が複数の担当を兼務することで業務に対

応している。人員不足は、地域事務所が各地域で水質管理を主導するうえで大きな障害となっ

ている。したがって、DENR-EMB は、地域事務所の業務の再編で効率化を図ると同時に地域事

務所職員の増員に努めることを提言する。 
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第７章 教訓 
 

(1) 技術協力プロジェクトでは、政策・運用規定などの枠組みを中央政府で構築し、パイロット

サイトでその枠組みを試行するといったアプローチをとるケースが多い。本プロジェクトでは

事業期間を、フェーズ分けして、フェーズ 1 でガイドライン類の整備を完成させ、フェーズ 2

でパイロットサイトにおけるガイドライン類の運用を行うというシナリオを明確にした。フェ

ーズ 1 で集中的に運用ルールを整備したことで、遅延なくフェーズ 2 のパイロット活動に着手

することができた。明確にフェーズ分けすることは、パイロット活動に十分な時間を確保する

うえで有効な手段といえる。 

 

(2) プロジェクトの 1 年目、水質管理地域の基本的アプローチや用語の定義について EMB と専

門家チームの間に相違があったが、この相違を曖昧化せず、共通認識を得られるまで議論した。

これにより、具体的な活動の過程で、成果品の内容についての認識ギャップが生じることなく、

効率的に進めることができた。カウンターパートと専門家チームが、プロジェクトの目的や方

向性、用語の定義、対象業務の範囲、成果品の仕様を初期段階で明確化することはプロジェク

トの効率性を高めるうえで極めて重要である。 

 



 

 

 

 

 

付 属 資 料 

 

 

１．ミニッツ（含む合同評価レポート） 

 

２．PDM（和文） 
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プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
デ
ザ
イ
ン
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
（

P
D

M
）

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

名
：

水
質

管
理

能
力

強
化

プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
 

対
象
地
域

：
フ
ィ
リ

ピ
ン

全
国
（

特
に

D
E

N
R

-E
M

B
本
部
事
務
所
及
び

E
M

B
地
域

事
務
所

）
 

受
益
者
層

（
タ
ー
ゲ

ッ
ト

・
グ
ル

ー
プ
）：

E
M

B
職
員
、
地
元
地
域
の
水
質
管
理
関
係
者

 

実
施
期
間

：
20

06
年

1
月
か
ら

20
11

年
1
月

 

バ
ー

ジ
ョ
ン

2 

20
07

年
10

月
25

日
作

成
 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
要
約

 
指
 

標
 

指
標
デ
ー
タ
入
手
手
段

 
外

部
条

件
 

上
位

目
標

：
 

水
質

管
理

委
員

会
主

導
の

下
で

、
企
業

、

L
G

U
、

そ
の

他
の

公
共

団
体

が
、

W
Q

M
A
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
で
定
め

ら
れ

た
水

質
目

標
を

達
成

す
る

た
め

に

必
要

な
措

置
を

取
る

。
 

 1.
 
水
質

改
善
ア
ク

シ
ョ

ン
・
プ
ラ

ン
を

W
Q

M
A

委
員
会

と
L

G
U

が
実

行

し
、
産
業
・
商
業
組

織
体
は
排

出
許

可
証

シ
ス

テ
ム

及
び

水
質

/排
水

基

準
に

従
い
、
そ

の
結
果
、
水
質

環
境

の
改

善
が
見
ら

れ
る

。
 

2.
 

D
E

N
R

-E
M

B
が

C
W

A
の
法

的
要

件
を

守
ら
せ
、

W
Q

M
機
能
を
果
た

す
た

め
の
行
政
・
技

術
の
ノ
ウ

ハ
ウ

を
備

え
た
職
員

が
い

る
。

 

3.
 
水

質
管

理
に

従
事

す
る

他
の

機
関

と
の

協
力
が
確

立
さ

れ
て

い
る

。
 

 1.
 

W
Q

M
A

委
員

会
、

L
G

U
、
規

制
対

象
の
産
業
・
商
業
組
織
体
の

C
W

A

遵
守

活
動
に
関

す
る

E
M

B
の
記
録

 

2.
 
政

府
が

採
択

し
、

適
切

な
機

関
と

W
Q

M
A
組

織
構

造
、
運

用
手
続
き

、

マ
ニ

ュ
ア
ル
と

作
業

計
画

、
情

報
シ

ス
テ
ム
、
支
援
施
設
・
設
備
を

通
し

て
実

施
さ

れ
て

い
る

全
国

総
合

W
Q

M
フ
レ

ー
ム

ワ
ー
ク

 

3.
 
水
質

状
況
に
関

す
る

E
M

B
か
ら
の

情
報

 

 1.
 
国

家
政
府

機
関
が

C
W

A
の
目
標

に

対
す

る
強

力
な

支
援

を
維

持
し

て

い
る
。

 

2.
 
実

施
に

必
要

な
予

算
が

割
り

当
て

ら
れ
て
い

る
。

 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
目
標
：

 

C
W

A
 I

R
R
に
基
づ
い

て
義

務
づ

け
ら
れ

る
優

先
行

動
を

実
施

す
る

E
M

B
本

部

及
び

E
M

B
地
域
事

務
所
の
能
力
が

強

化
さ

れ
る

。
 

 1.
 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

支
援

を
受

け
た

E
M

B
本
部

事
務

所
と

3
パ
イ

ロ
ッ

ト
地

域
事
務
所

が
、
以
下
を
通

し
て

水
質

浄
化

法
IR

R
に

基
づ

く
委

託

事
項

を
効
率
的
・
効

果
的
に
実

施
す

る
：

 

・
 適

切
な

C
W

A
要

件
に

従
っ

た

 1.
 
面

接
や

ア
ン

ケ
ー

ト
を

用
い

た
パ

フ
ォ

ー
マ
ン
ス

調
査

 

2.
 
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
・
モ

ニ
タ
リ
ン

グ
と

中
間

評
価

、
活

動
/タ

ス
ク

完
成

報

告
を
含
む

 

 1.
 

D
E

N
R
が
非

パ
イ
ロ
ッ
ト
地
域

で
、

特
に

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
下

で
策

定

さ
れ

た
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

適
用

に

お
い
て
、
強
化
活
動
を
再
現
す
る
た

め
に
資
源
を
動
員
す
る
。

 

2.
 

W
Q

M
A

委
員

会
が

ア
ク

シ
ョ

ン
・

プ
ラ

ン
を

実
行

す
る

た
め

に
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W
Q

M
手
続
き

 

・
 W

Q
M

手
続

き
の
研

修
を
受
け

た
W

Q
M

S
職

員
 

・
 適

切
な
設
備
と
情
報

シ
ス
テ
ム

 

・
 関

連
W

Q
M

機
関
及
び
関
係
者

と
の
つ
な
が
り

 

2.
 
非

パ
イ

ロ
ッ

ト
地

域
事

務
所

で
水

質
管

理
を

担
当

す
る

職
員

の
能

力

が
、
以
下

を
通
し
て

強
化

さ
れ

る
：

 

・
 プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で

実
施

さ
れ

る

オ
リ

エ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
/ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

な
ど

の
学

習
プ

ロ
セ

ス
へ
の
参

加
 

・
 C

W
A

施
行
に

関
す

る
手

続
き

や

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

へ
の

十
分

な
理

解
 

・
 さ

ま
ざ

ま
な

種
類
の

コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

通
し

た
、

W
Q

M
A

指
定

及
び

ア
ク

シ
ョ

ン
・

プ
ラ

ン
作

成
に

関
す

る
3

パ
イ

ロ
ッ

ト
地

域
に

お
け

る
経

験
の
熟
知

 

資
源
を
動
員

す
る
。

 

3.
 

E
M

B
本
部

・
地
域
事

務
所
が
十

分

な
人
数
の

技
術
職
員

の
ほ
か
、
運

営

を
支
援
す

る
資
源
を

備
え
る
。

 

4.
 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

下
で
研

修
を

受

け
た

E
M

B
本

部
及

び
地

域
事

務

所
の
要
員
が

C
W

A
委
託

事
項
の

実

施
に
向
け

た
作

業
を
継
続

す
る
。

 

5.
 

C
W

A
に
基
づ
い
て
特
定
の
役

割
を

果
た

す
こ

と
を

義
務

づ
け

ら
れ

た

他
の
機
関

が
協

力
し
、
役

割
を
遂

行

す
る
た
め

に
資

源
を
動

員
す
る

。
 

成
果

：
 

1.
 

C
W

A
に
基

づ
く

W
Q

M
の
統

合
的

な
政

策
フ

レ
ー

ム
ワ

ー

ク
が

確
立

さ
れ

、
E

M
B

職
員

を
対

象
と

し
た

適
切

な
手

続

き
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

整
備

と

研
修

が
行

わ
れ

る
。

 

1.
 
以

下
を

明
確

に
定

め
る

政
策

フ
レ

ー
ム

ワ
ー
ク
の

公
表

：
 

・
 水

質
の
目

標
と
タ
ー

ゲ
ッ
ト

 

・
 コ

ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス

の
期
間

 

・
 水

質
汚
染

防
止
戦
略

・
技
術

 

・
 水

質
情
報

と
教
育
プ

ロ
グ
ラ
ム

 

1.
 
政
策
文
書
：
政
策
審
議
・
機
関

間
調

整
活

動
の
議
事

録
、

D
E

N
R
政
策
文

書
、

省
令
、
覚

書
回

覧
等

 

2.
 
研
修

の
資
料
及

び
コ

ー
ス

記
録

 

3.
 
修

了
し

た
研

修
コ

ー
ス

に
関

す
る

評
価
報
告

 

1.
 

D
E

N
R

及
び

他
の

国
の

機
関

が
政

策
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

E
O

/D
A

O
/M

C

へ
書
き
換
え
る
。

 

2.
 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

下
で

研
修

を
受

け
た

E
M

B
本
部
職
員
が
、
プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
期

間
中

、
C

W
A

委
託

事
項
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・
 人

材
開
発

プ
ロ
グ
ラ

ム
 

2.
 
支

援
手

続
き

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
公

表
と
普
及
。

 

3.
 
政

策
フ

レ
ー

ム
ワ

ー
ク

と
支

援
手

続
き

に
関

す
る

オ
リ

エ
ン

テ
ー

シ

ョ
ン

/研
修
プ
ロ

グ
ラ

ム
の

修
了

。
 

の
実

施
に

向
け

た
仕

事
を

継
続

す

る
。

 

2.
 

E
M

B
本

部
事

務
所

が
地

域
事

務
所
を
指
導
・
支
援
す
る
能
力

が
強

化
さ

れ
る

。
 

1.
 
管
理

シ
ス
テ
ム

が
実

施
さ

れ
る

。
そ

の
指

標
は
以
下

の
と

お
り

：
 

・
 パ

イ
ロ

ッ
ト

地
域

で
の

水
質

モ

デ
ル

の
設

定
・
運
営

 

・
 運

用
可
能

な
水
質
・
汚
染
源
デ

ー

タ
ベ

ー
ス

（
地

理
参

照
機

能

（
G

IS
）

付
き

）
 

・
 イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
よ

る
情

報
・
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
設

置
 

・
 第

1
回

全
国

水
質

状
況

報
告

書

の
公
表

 

・
 非

パ
イ

ロ
ッ

ト
地

域
の

追
加

援

助
の

た
め

に
策

定
さ

れ
た

プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト

案
 

2.
 
設

備
の

供
与

と
研

修
を

受
け

た

E
M

B
本
部
の

W
Q

M
S
職
員
。

 

3.
 

E
M

B
本
部
が

3
パ

イ
ロ

ッ
ト

地
域

で
C

W
A
行
政
・
技

術
手
続
き

の
実

施
を

効
果
的
に

調
整

。
 

1.
 
組
織
内
文
書

 

2.
 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
及

び
完

了
報

告
書

 

1.
 

E
M

B
が
基

盤
地
図
や

G
IS

イ
ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
作

成
用

シ
ェ

ー
プ

フ

ァ
イ
ル
を

含
む

既
存
記
録
・
デ
ー

タ

ベ
ー

ス
に

対
す

る
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

チ
ー

ム
の

ア
ク

セ
ス

を
容

易
に

す

る
（

D
E

N
R
及

び
N

A
M

R
IA

か
ら
）。

 

2.
 

E
M

B
が

モ
デ
ル
化

作
業
に
必

要
な

重
要

デ
ー

タ
/情

報
を

保
有

す
る

他

の
機

関
と

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
チ

ー

ム
の

調
整

を
促

進
す

る
（

例
：

N
W

R
B
か
ら

水
文
デ
ー

タ
）。

 

3.
 

W
Q

M
A

及
び

関
連

す
る

各
機

関
を
設
置
し
、
支
援
す
る

E
M

B

地
域
事
務
所
の
能
力
が

3
パ
イ

ロ
ッ
ト
地
域
で
強
化
さ
れ
る
。

 

1.
 
各

パ
イ

ロ
ッ

ト
地

域
で

少
な

く
と

も
1
カ
所

の
W

Q
M

A
が
設
定
さ

れ
、

ア
ク

シ
ョ

ン
・

プ
ラ

ン
が

作

成
さ
れ
る
。

 

1.
 
面
接

又
は
ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
 

2.
 

W
Q

M
A

活
動

の
プ

ロ
セ

ス
文

書

化
 

1.
 

E
M

B
が

、
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
に

基
づ

く
支
援
活

動
が

遅
延
ま
た

は
、
過

度

の
時

間
的

圧
力

を
受

け
る

こ
と

が

な
い
よ
う
、
適
時

に
、
各

パ
イ
ロ

ッ
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2.
 
設
定
さ
れ
た

W
Q

M
A

に
は
、
以

下
の
こ
と
が
機
能
し
て
い
る
：

 

・
 委

員
会

 

・
 技

術
事
務
局

 

・
 多

部
門
行
動
グ
ル
ー

プ
 

・
 地

域
資
源
管
理
シ
ス

テ
ム

 

・
 報

告
シ
ス
テ
ム

 

ト
地

域
で

少
な

く
と

も
1

か
所

の

W
Q

M
A
を
指
定
で
き
る

。
 

2.
 
各

パ
イ
ロ

ッ
ト

地
域
の

E
M

B
地
域

事
務

所
に
技

術
事

務
局

の
仕

事
に

配
属

で
き

る
十

分
な

人
数

の
職

員

が
お
り
、

必
要

に
応
じ
て

E
M

B
地

域
事

務
所

長
が

事
務

局
の

仕
事

を

す
る

他
の

ユ
ニ

ッ
ト

に
職

員
を

指

名
す
る
。

 

3.
 

W
Q

M
A

の
関

係
政

府
機

関
と

L
G

U
は

、
地

域
管

理
計

画
が

適
切

に
作
成
さ

れ
、
実
際
に
実
行
さ
れ
る

よ
う
に
各

自
の
役
割

を
（
各
自
の

予

算
で
）
果

た
す
用
意

が
あ
る
。

 

4.
 
水

質
管
理

に
お

け
る

E
M

B
地

域
事
務
所
の
総
合
的
能
力
が

3

パ
イ

ロ
ッ

ト
地

域
で

強
化

さ

れ
る

。
 

1.
 
パ

イ
ロ

ッ
ト

地
域

に
お

け
る

主
な

点
源

汚
染

源
が

、
排

出
許

可
証

/課

徴
金

シ
ス

テ
ム

（
S

M
R

シ
ス

テ
ム

を
含

む
）
に
従

っ
て
お
り

、
以

下
に

支
え

ら
れ
て
い

る
：

 

・
 点

源
・
面

源
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス

 

・
 汚

染
課
徴

金
の
評
価
・
徴
収
・
会

計
の

機
能

的
シ
ス
テ

ム
 

・
 報

償
イ
ン

セ
ン
テ
ィ

ブ
制
度

 

2.
 

3
パ
イ
ロ
ッ
ト
地
域
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

い
て
、
第

1
回

地
域

水
質

状
況

報
告

書
が

公
表
さ
れ

る
。

 

3.
 
パ

イ
ロ

ッ
ト

地
域

の
主

要
/優

先
水

域
が

分
類
さ
れ

る
（
ま
た

は
、
必

要

に
応

じ
て
再
分

類
さ

れ
る

）。
 

1.
 

E
M

B
本

部
に

対
す

る
地

域
事

務
所

の
達

成
報
告
書

 

2.
 
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
・
モ

ニ
タ
リ
ン

グ
及

び
中

間
評
価
報

告
書

 

1.
 
新

た
な

W
Q

M
委

託
事

項
が

効
果

的
に
実
施

で
き

る
よ
う
、
十
分
な

予

算
が
適
時

、
パ

イ
ロ
ッ
ト

E
M

B
地

域
事
務
所

の
業

務
に
提
供

さ
れ
る
。

 

2.
 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

基
づ

き
研

修
を

受
け

た
E

M
B

地
域

事
務

所
要

員

が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
期
間
中
、

C
W

A

委
託

事
項

の
実

施
に

向
け

て
仕

事

を
継
続
す

る
。
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4.
 
地

域
内

で
調

整
済

み
水

質
モ

デ
ル

と
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
が

運
用

可
能

と

な
り
、
中
央
情
報
シ
ス
テ
ム
と
接
続

さ
れ
、
水
質
状
況
報
告
に
使
用
さ
れ

る
。

 

5.
 
パ
イ

ロ
ッ
ト
地

域
の

E
M

B
地

域
研

究
室

の
設

備
が

グ
レ

ー
ド

ア
ッ

プ

し
、
パ
ー

ト
ナ
ー
研

究
室
と
の

連
携

が
確

立
さ
れ
る

。
 

6.
 
地
域

W
Q

M
S
職
員

の
水

質
サ

ン
プ

リ
ン

グ
・
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
設
備

が
調

達
さ

れ
、
職
員

が
研

修
を

受
け

る
。

 

7.
 

E
M

B
地

域
事

務
所
職

員
の

W
Q

M

研
修

コ
ー
ス
が

終
了

す
る

。
 

 主
な
活
動

 

1.
1 

統
合
水

質
管

理
フ

レ
ー

ム
ワ

ー
ク

と
実

施
計

画
を

策
定

す
る

多

機
関
調
整

シ
ス

テ
ム
を
設

け
る

 

1.
2 

水
質
管

理
地

域
を

指
定

す
る

手
続

き
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

立
案

す

る
（

C
W

A
に
定

義
さ

れ
る

未
達

成
地
域

の
特
定
を

含
む

）
 

1.
3 

水
質
管

理
に

市
場

的
手

段
を

用
い

る
こ

と
に

関
す

る
包

括
的

政

策
を
、

実
施

に
向

け
た

手
続

き
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

含
め

て
策

定

す
る

 

1.
4  

陸
水
域

・
海

水
域

の
ほ

か
、

地
下

水
を

分
類

す
る

手
続

き
を

、

地
下
水

脆
弱

性
マ

ッ
プ

作
成

を
行

う
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

含
め

、

作
成
す
る

 

1.
5 

（
地
域
委

員
会

に
よ
る
）

W
Q

M
A
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
立
案

と
付
随
す

る
（

L
G

U
に
よ
る
）
遵
守
計
画
立
案
を
促
進
す
る
手

続
き
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン
を
作

成
す
る

 

日
本

側
の

投
入

：
 

(1
) 

長
期

専
門

家
：
以
下

3
名
の
長

期
専
門

家
が

派

遣
さ

れ
る

。
こ

う
し

た
長

期
専
門

家
の

総
人

月
は

、

5
年
間
で
約

15
0
人

/月
の
見
積
り

で
あ
る
。

 

・
チ

ー
ム

リ
ー

ダ
ー

（
環

境
政

策
策

定
・

実
施

の

ス
ペ

シ
ャ

リ
ス

ト
）

 

・
チ

ー
ム

メ
ン

バ
ー

（
水

質
管

理
、

産
業

汚
染

対

策
、
プ
ラ
ン
ト
検
査
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス

ト
）

 

・
チ

ー
ム

メ
ン

バ
ー

（
組

織
・

制
度

領
域

の
ス

ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
）

 

(2
) 

短
期

専
門

家
：

JI
C

A
は

特
別
技

術
分
野

に
お

け

る
支

援
と

助
言
の
た

め
、

4
名
の

短
期
専

門
家

を
派

遣
す

る
。
短
期

専
門
家
の

総
人
月

は
、

5
年
間
で
約

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

職
員

と
支

援
施

設

を
、

E
M

B
が
適
時
に
提
供
す
る
。

 

（
必

要
な

職
員

の
人

数
と

カ
ウ

ン
タ

ー

パ
ー

ト
支

援
施

設
を

具
体

的
に

指
定

す

る
）

 

     前
提

条
件

：
 

他
の

D
E

N
R
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら
の
追
加
職

員
は

、
本

部
と

地
域

事
務

所
両

方
で

、
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1.
6 

排
出
許

可
証

シ
ス

テ
ム

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
汚

染
負

荷
量

と
賦

課

金
算
定

の
た

め
、

シ
ス

テ
ム

と
手

続
き

を
含

め
た

手
続

き
ガ

イ

ド
ラ
イ
ン

を
作

成
す
る

 

1.
7  

全
国
水

質
管

理
基

金
を

管
理

す
る

手
続

き
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

作

成
す
る

 

1.
8  

点
源
・

面
源

汚
染

源
を

含
め

、
産

業
を

分
類

す
る

手
続

き
ガ

イ

ド
ラ
イ
ン

を
作

成
す
る

 

1.
9  

水
質
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

お
け

る
他

の
機

関
や

市
民

グ
ル

ー
プ

と

の
協
力

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

確
立

す
る

ア
プ

ロ
ー

チ
を

策
定

し
、

ガ

イ
ド
ラ
イ

ン
を

作
成
す
る

 

1.
10

 特
定
種

類
の

産
業

汚
染

源
に

つ
い

て
排

出
基

準
を

守
ら

せ
る

ガ

イ
ド
ラ

イ
ン

を
作

成
し

、
柔

軟
性

を
持

た
せ

る
連

携
の

仕
組

み

を
開
始
す

る
 

1.
11

 汚
染
源

の
優

先
順

位
を

定
め

、
さ

ま
ざ

ま
な

種
類

の
汚

染
を

引

き
起
こ

す
施

設
の

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

検
査

の
実

施
に

関
す

る

運
用
マ
ニ

ュ
ア

ル
を
作
成

す
る

 

1.
12

 水
質
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

再
検

討
し

、
水

質
再

分
類

と
排

水
基

準

改
定
の
根

拠
を

提
示
す
る

 

1.
13

 手
続
き

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
各

組
に

つ
い

て
、

す
べ

て
の

地
域

で

E
M

B
本

部
及

び
地

域
事

務
所

職
員

を
対

象
と

し
た

研
修

プ
ロ

グ
ラ
ム

を
策

定
・

実
施

す
る

。
研

修
用

資
料

を
作

成
し

研
修

を

実
施
す
る

 

1.
14

 W
Q

M
に
関

す
る
統

合
政
策

 

 

2.
1  

成
果

1
の

下
で

策
定

さ
れ

た
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

実
施

に
お

い

て
、

E
M

B
地
域
事
務
所
と
の
連
携
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る

 

2.
2 

選
定
地

域
に

お
け

る
調

整
・

試
験

・
実

証
を

含
む

、
適

切
な

水

質
モ
デ
リ

ン
グ

技
術
を
選

定
又
は

開
発

す
る

 

2.
3 

水
質
管

理
問

題
に

つ
い

て
、

国
民

意
識

を
向

上
さ

せ
る

全
国

情

報
キ
ャ
ン

ペ
ー

ン
を
立
案

・
策
定

し
、

試
験
的
に

実
施
す
る

 

30
人

/月
の
見
積

り
で
あ
る

。
 

・
水
質
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス

ト
 

・
汚
染
源
対
策
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

 

・
環
境
情
報
シ
ス
テ
ム
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス

ト
 

・
水
質
モ
デ
リ
ン
グ
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

 

(3
) 

ロ
ー

カ
ル

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
と

地
元

下
請

人
：

パ
イ

ロ
ッ

ト
地

域
で

、
計

画
・

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の

策
定

や
、

ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ

プ
・

O
T

J
研
修

を
通

し

た
研

修
の

提
供
に
お

い
て

E
M

B
を
支
援
す

る
。

 

(4
) 

地
元

の
助

手
・

秘
書

：
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
施

に
お

い
て

一
般
的
支

援
を
提
供

す
る
。

 

(5
) 

設
備

・
資

材
：

提
供

さ
れ

る
設

備
・

資
材

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

を
以

下
に

示
す

。
実

際
の

品
目

に
つ

い

て
は

、
正

確
な
ニ
ー

ズ
調
査
の

後
に
決
定
す

る
。

 

・
現

地
で

の
サ

ン
プ

リ
ン

グ
・

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

・

計
測

用
設

備
と

車
両

 

・
水
質
研
究
室
用
設
備
・
資
材

 

・
水
質
情
報
シ
ス
テ
ム
用
設
備

 

(6
) 

日
本

ま
た

は
第

三
国

で
の

技
術

研
修

：
こ

れ
は

水
質

管
理

に
従

事
す

る
E

M
B

職
員
が

対
象

と
し

て
意

図
さ

れ
て

い
る

。
研

修
の

分
野

、
期

間
、

研

修
場

所
及

び
研

修
生

に
つ

い
て

は
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク

ト
実

施
の

過
程
で
決

定
す
る
。

 

 フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
投
入
：

 

(1
) 

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

職
員

：
指

名
さ

れ
た

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

職
員

は
、

要
請

が
あ

り
次

第
、

プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
を

実
施

す
る

日
本

側
の

カ
ウ

ン
タ

ー

パ
ー

ト
と

し
て
働
く

。
 

・
合
同
調
整
委
員
会
の
議
長

 

必
要

に
応

じ
、

正
式

命
令

を
通

し
て

P
M

O
と

T
W

G
に
配

置
さ
れ
る

。
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2.
4 

E
M

B
地
域
事
務
所
が
使
用
す
る
水
質
・
汚
染
源
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

管
理
・
報
告
シ
ス
テ
ム
を
、

G
IS

を
利
用
し
た
汚
染
源
マ
ッ
プ

作
成
機
能

付
き

で
設
計
・

開
発
す

る
 

2.
5  

E
M

B
本

部
を

各
地

域
事

務
所
と
リ

ン
ク

す
る

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ

ト
に
よ
る

W
Q

M
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
を
設
計
・
開
発
す
る

 

2.
6  

地
域
の
報

告
書

を
ま
と
め

、
第

1
回
全
国
水
質
状
況
報
告
書

を

公
表
す
る

 

2.
7  

全
国
水

質
管

理
基

金
を

管
理

す
る

手
続

き
を

実
施

す
る

（
活

動

1.
7
で
策

定
さ
れ
た

手
続
き
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に

基
づ
く
）

 

2.
8  

W
Q

M
S

職
員

用
に

サ
ン
プ
リ
ン

グ
設
備

を
調
達
し

、
E

M
B

地

域
事
務

所
研

究
室

人
員

の
基

準
研

究
室

兼
研

修
セ

ン
タ

ー
と

し

て
の

E
M

B
中
央
研
究

室
の
業
務

を
合
理
化
す

る
 

2.
9 

資
金
管

理
を

含
め

、
開

発
さ

れ
た

情
報

通
信

シ
ス

テ
ム

の
利

用

に
つ
い
て

、
E

M
B
本
部

職
員
を
対
象
と
し
た
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
計
画
し

、
実

施
す
る

 

2.
10

 非
パ
イ

ロ
ッ

ト
地

域
事

務
所

の
た

め
の

人
材

養
成

活
動

、
例

え

ば
他
の
ド
ナ
ー
機
関
（
例
：
世
界
銀
行
、

A
D

B
）
と
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ

企
画

な
ど
を
行

う
 

 

3.
1  

W
Q

M
A
線
引
き
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
実
施
す
る

 

3.
2 

指
定
さ
れ
た

W
Q

M
A
に
委
員

会
と
技

術
事

務
局

を
設

置
す

る
 

3.
3  

活
動

1.
5
で
策
定
さ
れ
た
手
続
き
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、

W
Q

M
A

 G
B
ア
ク
シ
ョ

ン
・
プ
ラ
ン

及
び

L
G

U
コ

ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
計
画

の
策

定
を
促
進

す
る

 

3.
4 

地
域
水

質
管

理
基

金
の

設
置

・
運

営
と

、
多

部
門

行
動

モ
ニ

タ

リ
ン
グ
グ

ル
ー

プ
の
活
動

に
お
い
て

W
Q

M
A
を
支

援
す
る

 

3.
5 

活
動

1.
9
で
策
定
さ
れ
た
手
続
き
に
基
づ
き
、
水
質
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
に
お

け
る

地
域
型
協

力
の
取

決
め

の
確
立
を

支
援
す
る

 

 

1.
1  

活
動

1.
2
で
策
定
さ
れ
た
手
続
き
に
基
づ
き
、
達
成
・
未
達
成

・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

 

・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

 

・
担

当
者

 

・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー

 

・
専
門
作
業
部
会

/専
門
委
員

会
メ

ン
バ
ー

 

・
パ

イ
ロ

ッ
ト

地
域

事
務

所
に

お
い

て
共

同
で

働

く
メ
ン
バ
ー

 

(2
) 

日
本

側
用

施
設

：
フ

ィ
リ

ピ
ン

側
は

、
安

全
な

条
件

下
の

事
務

所
ス

ペ
ー

ス
を

提
供

す
る

。
施

設

に
は

、
机

、
会

議
テ

ー
ブ

ル
、

エ
ア

コ
ン

、
通

信

設
備

等
が

備
え
ら
れ

て
い
る
。

 

(3
) 

設
備

及
び

資
材

：
フ

ィ
リ

ピ
ン

側
は

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
施

に
必

要
な

他
の

必
要

設
備

及
び

資

材
を

提
供

す
る
。

 

(4
) 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
運
営

予
算
：
フ
ィ

リ
ピ
ン
側

は
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
下

で
必

要
と

な
る

交
通

費
及

び

運
営

経
費

の
予

算
を

含
む

、
フ

ィ
リ

ピ
ン

側
職

員

の
給

与
・

手
当
を
支

給
す
る
。
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地
域
を
特

定
す

る
 

1.
2  

活
動

1.
4
及
び

1.
12

で
策

定
さ

れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、

必
要
に
応

じ
て

水
域
を
分

類
又
は

再
分

類
す
る

 

1.
3  

活
動

1.
6
で
策
定
さ
れ
た
手
続
き
に
基
づ
き
、
排
出
許
可
証
及

び
排
水
課

徴
金

シ
ス
テ
ム

を
実
施

す
る

 

1.
4  

許
可
証

手
数

料
と

排
水

課
徴

金
の

徴
収

・
会

計
シ

ス
テ

ム
を

設

け
る

 

1.
5  

汚
染
源
の

調
査

一
覧
を
作

成
し
、

水
質

の
現
地
調

査
を
行
う

 

1.
6 

活
動

2.
2
で
開
発
さ
れ
た
水
質
モ
デ
ル
を
、
例
え
ば
未
達
成
地

域
で
汚
染

物
質

の
排
出
権

を
割
り

当
て

る
際
に
適

用
す
る

 

1.
7 

汚
染
源

の
分

類
・

優
先

順
位

・
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
検

査
の

手

続
き
（
活
動

1.
8
及

び
1.

11
で

策
定
）

を
実

施
す

る
 

1.
8 

汚
染

源
と

水
質

デ
ー

タ
調

査
結

果
の

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

を
管

理

し
、
各
地
域
の

デ
ー

タ
ベ
ー
ス
を

E
M

B
本

部
に

あ
る

全
国

デ
ー

タ
ベ
ー
ス

と
リ

ン
ク
さ
せ

る
 

1.
9  

サ
ン
プ

リ
ン

グ
及

び
分

析
用

の
設

備
を

調
達

し
、

研
修

資
料

を

開
発
し
て

E
M

B
地
域

研
究
室
の
能
力
を
強
化
す
る
。
ま
た
、
各

地
域
事

務
所

が
研

究
室

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

を
開

始
す

る
際

に

支
援
す
る

 

1.
10

 第
1
回
地

域
水

質
状
況
報

告
書
を

作
成

し
、
配
布

す
る

 

1.
11

 非
パ
イ

ロ
ッ

ト
地

域
の

地
域

事
務

所
職

員
が

パ
イ

ロ
ッ

ト
地

域

を
訪
れ
、

そ
こ
で

W
Q

M
手
続
き
の
実
施
を
観
察
す
る
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
策

定
し

、
実
施
す

る
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